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証券コード：4099

第100回

定 時 株 主 総 会
招 集ご 通 知

株主総会会場ご案内略図

丸亀駅南口

送迎車
9時30分出発

四国化成工業株式会社 本社６階ホール

【新型コロナウイルスに関するお知らせ】
本株主総会にご出席を検討されている株主様におかれましては、株主総会当日の

ご自身の体調を充分にご確認のうえ、マスク着用などの感染予防に最大限ご配慮
いただきますようお願い申しあげます。

また、新型コロナウイルスの感染状況に応じ、当社は、本株主総会において必要な
感染防止策を行います。その対応の詳細につきましては、下記当社ウェブサイトに掲
載しております。なお、今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生ずる場
合は、同ウェブサイトでお知らせしますのでご確認くださいますようお願いいたします。
http://www.shikoku.co.jp/news

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、株主総会当日のご
来場を見合わせ、書面による議決権行使をご検討ください。

※接触感染リスクを減らすため、お土産の準備はございません。
※当社株主総会における新型コロナウイルス感染防止対応の詳

細につきましては、下記当社ウェブサイトに掲載しております。
http://www.shikoku.co.jp/news
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証券コード4099
2020年6月4日

株 主 各 位
香川県丸亀市土器町東八丁目537番地1

　

　

代表取締役社長 兼 Ｃ.Ｅ.Ｏ. 田中 直人
　
　

第100回定時株主総会招集ご通知
　
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第100回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　なお、本株主総会における新型コロナウイルスの感染リスクを避けるため、株主の皆様には、
株主総会当日のご来場を見合わせていただき、書面による議決権行使を行っていただくことを強
くご推奨申しあげます。
　書面による議決権行使にあたっては、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただ
き、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、2020年6月24日（水曜日）午後5時まで
に当社に到着するよう、ご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬 具

　

記

１．日 時 2020年6月25日（木曜日）午前10時

２．場 所 香川県丸亀市土器町東八丁目537番地1
四国化成工業株式会社 本社6階ホール

３．会議の目的事項
報告事項 １. 第100期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件

２. 第100期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）
計算書類報告の件
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決議事項
第１号議案 取締役10名選任の件
第２号議案 監査役１名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
第４号議案 当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）継続の件

以 上
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあ
げます。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申しあげます。

◎ 株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当
社ウェブサイト（http://www.shikoku.co.jp）に掲載させていただきます。

◎ 株主総会当日の新型コロナウイルスの感染状況に応じ、当社は必要な感染防止策を行います。
なお、今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、当社ウェブサイト
（http://www.shikoku.co.jp/news）でお知らせいたしますのでご確認ください。

議決権行使方法についてのご案内
　

議決権（当社の経営に参加いただける権利）をご行使ください。
株主総会における議決権は、株主の皆様が当社の経営にご参加いただける重要な権利です。
以下の２つの方法をご参照のうえ、是非ともご行使いただきますようお願い申しあげます。

株主総会にご出席いただける方 インターネット上の
ウェブサイトでの開示について
本招集ご通知に際して提供すべき
書類のうち、「連結注記表」及び
「個別注記表」につきましては、法
令及び当社定款の規定に基づき、
インターネット上の当社ウェブサ
イト(http://www.shikoku.co.jp)
に掲載しておりますので、本添付
書類には記載しておりません。な
お、監査役が監査報告書を、会計
監査人が会計監査報告書をそれぞ
れ作成するに際して監査した連結
計算書類及び計算書類には、本添
付書類記載のもののほか、この
「連結注記表」及び「個別注記表」
として表示すべき事項も含まれて
おります。

議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。
（ご捺印は不要です）

書面により議決権を行使される方

郵送で事前に議決権をご行使いただけます。
同封の議決権行使書用紙に各議案の賛否をご記入
のうえ切手を貼らずにご投函ください。
(2020年6月24日(水)午後５時到着分まで有効です。
ご捺印は不要です)
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（添付書類）
　

事 業 報 告
　

（2019年４月１日から2020年３月31日まで）
　
１．企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果
①全般的概況
当連結会計年度におけるわが国経済は、消費税率引き上げや、海外経済の低迷から製造業
の企業収益が頭打ちとなるなど、消費・投資を巡る環境は悪化しており、先行き不透明感が
強まっています。
世界経済も、米中貿易摩擦に伴う関税の引き上げ、東アジアや中東における地政学的緊張
の高まり等から、国際貿易や製造業の活動が悪化しています。
さらに、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済活動の停滞が世界規模で進行してお
り、総需要の急減に加え、サプライチェーンや国際金融市場にも深刻な影響を与えていま
す。
このような状況下、当連結会計年度の当社グループの売上高は515億64百万円（前年同
期比2.4％の減収）、営業利益は78億48百万円（前年同期比2.5％の減益）、経常利益は80億
22百万円（前年同期比4.9％の減益）と、前年を下回りましたが、親会社株主に帰属する当
期純利益は56億10百万円（前年同期比3.9％の増益）と、前年を上回りました。

②事業別概況
＜化学品事業＞
（無機化成品）

ラジアルタイヤ向け原料である不溶性硫黄は、国内市場は堅調であったものの、海外市場
が低迷し低調に推移しました。レーヨン・セロハン向けの二硫化炭素、浴用剤・合成洗剤向
けの無水芒硝は、低調に推移しました。

（有機化成品）
殺菌消毒剤シアヌル酸誘導品は、国内、米国市場ともに需要は底堅く推移しているもの
の、前期好調の反動で前年を下回りました。
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（ファインケミカル）
全般に米中貿易摩擦や新型コロナウイルスの感染拡大による電子部品関連の市況悪化の影
響を受け、プリント配線板向けの水溶性防錆剤タフエースは低調に推移しました。エポキシ
樹脂硬化剤（イミダゾール類）を中心とする機能材料は、海外市場は市況悪化の影響を受け
ましたが、国内市場では新規開発品が拡大し、横ばいで推移しました。

この結果、化学品事業の売上高は301億50百万円（前年同期比5.4％の減収）、セグメン
ト利益は56億56百万円（前年同期比10.8％の減益）と、いずれも前年を下回りました。

＜建材事業＞
住宅着工戸数減少の影響を受け、壁材は低調に推移しましたが、前期下期より続く災害復
旧需要や危険な塀関連需要などを背景に、エクステリアの販売が好調に推移しました。

この結果、建材事業の売上高は206億19百万円（前年同期比2.5％の増収）、セグメント
利益は39億66百万円（前年同期比12.5％の増益）と、いずれも前年を上回りました。

〔事業別売上高〕 （単位：百万円）
　

第99期
2018年４月１日から
2019年３月31日まで

第100期（当連結会計年度）
2019年４月１日から
2020年３月31日まで

前期比
増減率
（％）売上高 構成比（％） 売上高 構成比（％）

化
学
品事
　業

無 機 化 成 品 12,907 24.4 11,913 23.1 △7.7
有 機 化 成 品 10,757 20.4 10,146 19.7 △5.7
フ ァ イ ン ケ ミ カ ル 8,214 15.6 8,090 15.7 △1.5
（計） 31,879 60.4 30,150 58.5 △5.4

建
材事
　業

壁 材 1,756 3.3 1,665 3.2 △5.2
エ ク ス テ リ ア 18,367 34.8 18,954 36.8 3.2
（計） 20,124 38.1 20,619 40.0 2.5

そ の 他 の 事 業 810 1.5 794 1.5 △1.9
（合 計） 52,813 100.0 51,564 100.0 △2.4

（2）設備投資等の状況
当連結会計年度において実施いたしました設備投資の総額は、19億61百万円（無形固定
資産を含む）であります。主なものは、ファインケミカル製造設備の増強及び塩素化イソシ
アヌル酸製造設備の増強であります。
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（3）資金調達の状況
重要な資金調達はありません。

（4）対処すべき課題
当社グループは、新たなステージへの飛躍を目指し、2030年の実現を目指した長期ビジ
ョン「Challenge 1000」を策定しました。
これまでと変わらぬ企業理念「独創力」のもと、2030年にありたい姿として、「独創力
で、“一歩先行く提案” 型企業へ」を掲げ、独創的なアイデアで社会課題を解決し、世界の
進歩をリードする企業となることを目指してまいります。
そして、長期的視点に立った成長戦略の実行による飛躍的な成長を目指し、2030年に達
成すべき財務目標として、売上高1,000億円、営業利益150億円、ROE10％以上を掲げ、
目標の達成に向けて全社一丸となって取り組んでまいります。
さらに、良き企業市民として、顧客、従業員、株主、そして社会に貢献していくこととし
た「四方よし」を企業の活動方針としています。お客様には「一歩先の価値」を、従業員に
は「挑戦と成長」を、株主の皆様にはより一層の「利益還元」を、そして、社会には「より
良い明日」を届けることにより、ステークホルダーの皆様に貢献してまいります。
また、レスポンシブル・ケアによる環境保全に加え、さらなる社会課題の解決に向け、国
連で採択された持続可能な開発目標（SDGs）の達成にも貢献してまいります。
「Challenge 1000」の実行にあたっては、2030年までの10年間を「STAGE １」、

「STAGE ２」、「STAGE ３」の３つのステージに分けております。2020年４月より始まる
「STAGE １」においては、全社変革方針の実行による事業基盤の強化を推し進めるととも
に、事業変革方針として、これまでの「お客様のご要望起点」のスタイルから、「四国化成
からの提案起点」のスタイルへの変革を掲げ、各事業が持つ強みをさらに高め、世界中のお
客様や社会の課題解決のために、いかに先回りした提案ができるかを追求し、実行してまい
ります。
具体的な取組みとして、化学品事業ではバラスト水の塩素処理剤「ネオクロール マリー
ン」や最先端の電気・電子材料の高機能化に貢献する「機能材料製品群」、そして５Ｇ（第
５世代移動通信システム）時代の業界標準を目指す電子化学材料「GliCAP」など、近年の
研究開発成果をさらに展開し、上記方針に沿った新しい提案に意欲的に取り組んでまいりま
す。建材事業では市場ニーズを先取りする独創的な商品をはじめ、高付加価値商品を継続的
に投入することで、適正な利益水準の確保を前提とした事業規模の拡大に取り組んでまいり
ます。
当社グループは、さらなる持続的な成長を目指して、「全員参加型」による「積極経営」
を進め、世界の持続可能な発展に貢献する企業集団となることを目指してまいります。
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（5）財産及び損益の状況の推移
　

区 分 第 97 期
2017年３月期

第 98 期
2018年３月期

第 99 期
2019年３月期

第 100 期
2020年３月期

（当連結会計年度）

売上高（百万円） 49,467 50,791 52,813 51,564
経常利益（百万円） 8,294 8,450 8,431 8,022
親会社株主に帰属する
当期純利益（百万円） 5,837 6,610 5,397 5,610

１株当たり当期純利益（円） 99.91 113.15 92.39 96.92
総資産額（百万円） 82,933 90,417 92,191 100,896
純資産額（百万円） 61,503 68,029 70,370 71,647
１株当たり純資産額（円） 1,041.24 1,151.38 1,191.07 1,241.76

　

（注）１．第97期は、円高により減収となりましたが、営業外収益の増加により増益となりました。
２．第98期は、円安の影響や特別利益の増加により、増収増益となりました。
３．第99期は、米国市場の市況回復を受け増収となりましたが、原材料費の高騰や特別損失の発生により減益となりました。
４．第100期（当連結会計年度）については、前述の「（1）事業の経過及びその成果」に記載のとおりであります。
５．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式数により算出しております。
６．第99期より、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）による表示方法の
変更を行っており、第97期及び第98期については、遡及処理後の金額を記載しております。

　
（6）重要な親会社及び子会社の状況
①親会社の状況
該当事項はありません。

　
②重要な子会社の状況

　

会 社 名 資 本 金
（百万円）

議決権比率
（％） 主要な事業内容

シ コ ク 景 材 株 式 会 社 98 100.0 エクステリア製品の製造

シ コ ク 景 材 関 東 株 式 会 社 50 100.0 エクステリア製品及び
アルミシャッターの製造

SHIKOKU INTERNATIONAL CORPORATION 千米ドル
700 100.0 化学品の販売

日 本 硫 炭 工 業 株 式 会 社 400 73.7 無機化成品の製造及び販売
シ コ ク 興 産 株 式 会 社 90 100.0 工場内での受託作業
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（7）主要な事業内容（2020年３月31日現在）
　

事 業 区 分 主 要 製 品
化学品事業 無機化成品 ・二硫化炭素（レーヨン・セロハン向け原料）

・不溶性硫黄（ラジアルタイヤ向け原料）
・無水芒硝（浴用剤・合成洗剤向け原料）

有機化成品 ・シアヌル酸誘導品（殺菌消毒剤）
ファインケミカル ・タフエース（プリント配線板向け水溶性防錆剤）

・イミダゾール類（エポキシ樹脂硬化剤用途など）
建材事業 壁材 ・内装・外装壁材

・舗装材
エクステリア ・門扉

・フェンス
・車庫
・シャッター

その他の事業 ・情報システム
・ファーストフード販売
・その他

　
（8）企業集団の主要拠点等（2020年３月31日現在）

四国化成工業株式会社
本 社 香川県丸亀市土器町東八丁目537番地１
支 社 幕張支社（千葉市美浜区）、大阪支社（大阪府吹田市）
工 場 丸亀工場（香川県丸亀市）

徳島工場－北島事業所（徳島県板野郡北島町）
徳島工場－吉成事業所（徳島県徳島市）

研 究 所 Ｒ＆Ｄセンター（香川県綾歌郡宇多津町）
営 業 所 東北・北海道営業部（仙台市泉区）

首都圏営業部（東京都港区、千葉市美浜区、茨城県つくば市、横浜
市中区、埼玉県比企郡嵐山町）
中部営業部（名古屋市名東区、静岡市駿河区）
近畿・北陸営業部（大阪府吹田市）
中国営業部（岡山市北区）
四国営業部（香川県仲多度郡多度津町）
九州営業部（福岡市博多区）
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駐在員事務所 深セン駐在員事務所（中国広東省深セン市）
台湾代表人事務所（台湾桃園市）
シンガポール支店（シンガポール共和国）

物 流 拠 点 四国配送センター（香川県仲多度郡多度津町）
関東物流センター（埼玉県比企郡滑川町）

　 シコク景材株式会社
本 社 香川県仲多度郡多度津町
工 場 多度津工場（香川県仲多度郡多度津町）

鳴門工場（徳島県鳴門市）
　 シコク景材関東株式会社

本 社 香川県丸亀市
工 場 嵐山工場（埼玉県比企郡嵐山町）

　 日本工機株式会社
本 社 香川県三豊市
工 場 高瀬工場（香川県三豊市）

　 SHIKOKU INTERNATIONAL CORPORATION
本 社 米国カリフォルニア州

日本硫炭工業株式会社
本 社 香川県丸亀市
工 場 大分工場（大分県大分市）

　 シコク興産株式会社
本 社 香川県丸亀市
営 業 所 丸亀事業所（香川県丸亀市）、徳島事業所（徳島県板野郡北島町）

　 シコク・システム工房株式会社
本 社 香川県丸亀市

　 シコク環境ビジネス株式会社
本 社 香川県丸亀市

　 シコク分析センター株式会社
本 社 香川県丸亀市

　 シコク・フーズ商事株式会社
本 社 香川県丸亀市
店 舗 香川県丸亀市（１ヶ所）、香川県綾歌郡宇多津町（１ヶ所）

香川県高松市（２ヶ所）
　 シコク・フーズ保険サービス株式会社
　 本 社 香川県丸亀市
　 四国化成（上海）貿易有限公司

本 社 中国上海市
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（9）企業集団の従業員の状況（2020年３月31日現在）
　

事業区分 化学品事業 建材事業 その他の事業 全社（共通） 合 計

従業員数(名) 533
〔68〕

586
〔73〕

34
〔1〕

53
〔11〕

1,206
〔153〕

　

（注）１．従業員数は、前期末比39名増加しております。なお〔 〕内には臨時従業員を記載しております。
２．臨時従業員は、就業時間が不定期なものを除いております。

　
（10）剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め（会社法第459条第１項）があると

きの権限の行使に関する方針
当社は、株主還元の基本方針として、2030年度に至る長期ビジョン「Challenge
1000」の期間中において「連結業績を基準として、配当性向30％、総還元性向50％」を
目指します。
株主の皆様に対するより一層の利益還元に重点をおいた経営を行うことにより、当社の
活動方針である「四方よし」を実現してまいります。
　当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針とし、会社法第
459条第１項の規定に基づき、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によ
り剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
　当連結会計年度における年間配当金は１株当たり24円、すでに実施済みの中間配当金
（12円）を差し引き、期末配当金は１株当たり12円とすることに決定いたしました。
　この結果、連結における当期の配当性向は24.8％、自己資本当期純利益率は8.0％、純
資産配当率は2.0％となります。
　内部留保資金の使途につきましては、中長期的な経営戦略に基づく効率的な設備投資、
研究開発投資等の資金需要に備えるとともに自己資金の充実も念頭に置き計画しておりま
す。
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２．会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 235,850,000株
（2）発行済株式の総数 57,198,048株

（自己株式数1,750,015株を除く）
（3）株主数 4,307名
（4）上位10名の株主の状況

　

株 主 名 持株数（千株） 持株比率（％）
日 清 紡 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 5,580 9.76
シ コ ク 共 栄 会 4,411 7.71
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 3,295 5.76
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 2,779 4.86
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社
（退 職 給 付 信 託 口 ・ 株 式 会 社 百 十 四 銀 行 口） 2,640 4.62

株 式 会 社 香 川 銀 行 2,500 4.37
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,245 3.93
株 式 会 社 四 国 銀 行 1,750 3.06
株 式 会 社 伊 予 銀 行 1,500 2.62
株 式 会 社 中 国 銀 行 1,500 2.62

　

（注）１．当社は、自己株式（1,750,015株）を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。また、持株比率は自己株
式を控除して計算しております。

２．上記自己株式には、株式報酬制度の信託財産として、日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社が保有する当社株式
150,000株は含めておりません。

３．日本マスタートラスト信託銀行株式会社（退職給付信託口・株式会社百十四銀行口）の持株数には、株式会社百十四銀行
が自己名義で保有している300千株を含めて記載しております。

　
３．会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。
　

2020年05月20日 09時47分 $FOLDER; 10ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



11

４．会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の氏名等（2020年３月31日現在）

　

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
取締役相談役 山 下 矩仁彦 日本硫炭工業株式会社 代表取締役会長
代表取締役社長 田 中 直 人 Ｃ.Ｅ.Ｏ.（最高経営責任者）
取締役 吉　岡 隆 化学品研究・開発本部長
取締役 松 原 純 化学品営業本部長
取締役 渡 邊 充 範 企画本部長
取締役 濱 﨑 誠 生産・技術本部長
取締役 眞 鍋 宣 訓 事業推進本部長
取締役 遠 所 裕 建材事業本部長
取締役 渋 谷 博 日本文化大学 法学部教授
取締役 寺 田 俊 文 ニッセイ商事株式会社 代表取締役社長
常勤監査役 古 川 和 彦
常勤監査役 田 邉 賢 次
監査役 西 原 孝 治 ＮＪコンポーネント株式会社 代表取締役社長
監査役 籠 池 信 宏

　

（注）１．取締役のうち渋谷博氏及び寺田俊文氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役のうち西原孝治氏及び籠池信宏氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．取締役のうち渋谷博氏及び寺田俊文氏、監査役のうち西原孝治氏及び籠池信宏氏は、東京証券取引所に対し、独立役員と
して届け出ております。

４．監査役のうち籠池信宏氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであり
ます。

５．2020年３月31日現在の執行役員は以下のとおりであります。
　

役 名 氏 名 役 名 氏 名
Ｃ.Ｅ.Ｏ.（最高経営責任者） 田 中 直 人 　執行役員 遠 所 裕
専務執行役員 吉　岡 隆 　執行役員 岸 孝 昭
常務執行役員 松 原 純 　執行役員 井 出 浩 孝
常務執行役員 渡 邊 充 範 　執行役員 平 尾 浩 彦
執行役員 濱 﨑 誠 　執行役員 片 山 和 彦
執行役員 眞 鍋 宣 訓

（2）責任限定契約の内容の概要
社外取締役渋谷博氏及び寺田俊文氏、社外監査役西原孝治氏及び籠池信宏氏は、当社と会
社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、会社法第425条第１項に規
定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。

2020年05月20日 09時47分 $FOLDER; 11ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

12

（3）取締役及び監査役の報酬等の額
区 分 人 数 金 額
取締役 13名 236百万円 （うち社外２名 14百万円）
監査役 ６名 43百万円 （うち社外３名 15百万円）

（注）１．2013年６月25日開催の第93回定時株主総会において決議された取締役の報酬額は年額280百万円以内（ただし、使用人
分給与は含まない。）、監査役の報酬額は年額55百万円以内であります。

２．前記1.とは別枠で、取締役（社外取締役を除く。）の報酬として、2019年６月25日開催の第99回定時株主総会において、
信託を用いた株式報酬（株式取得資金として、2019年６月から2024年６月の定時株主総会終結日が属する月までの５年
間において、450百万円を上限に拠出する。）を決議しております。

３．上記には、2019年６月25日開催の第99回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役３名及び監査役２名（うち社外
監査役１名）を含んでおります。

４．上記の額には、役員賞与引当金又は株式給付引当金として、当事業年度に費用計上した額が含まれております。
５．当社は、2013年５月24日開催の取締役会において取締役及び監査役に対する退職慰労金を廃止する決議を行いました。ま
た、これに伴い、同年６月25日開催の第93回定時株主総会において、重任された取締役及び在任中の監査役に対し、退職
慰労金の打ち切り支給をすることを決議いたしました。なお、支給時期は当該役員の退任時としております。

（4）社外役員に関する事項
①取締役 渋谷博氏、寺田俊文氏
ア 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

渋谷取締役は日本文化大学の法学部教授を兼務しておりますが、当社と兼職先との間
に特別な関係はありません。
寺田取締役はニッセイ商事株式会社の代表取締役社長を兼務しておりますが、当社と
兼職先との間に特別な関係はありません。

イ 主要取引先等特定関係事業者との関係 なし
ウ 当事業年度における主な活動状況

当事業年度に開催された取締役会に対して、渋谷取締役、寺田取締役共に13回すべ
てに出席し、経営全般にわたり必要な意見、発言を適宜行っております。

②監査役 西原孝治氏、籠池信宏氏
ア 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

西原監査役はＮＪコンポーネント株式会社の代表取締役社長を兼務しておりますが、
当社と兼職先との間に特別な関係はありません。

イ 主要取引先等特定関係事業者との関係 なし
ウ 当事業年度における主な活動状況

当事業年度に開催された取締役会に対して、西原監査役は社外監査役就任後に開催さ
れた取締役会10回中9回に、籠池監査役は13回すべてにそれぞれ出席し、経営全般
にわたり必要な意見、発言を適宜行っております。また、監査役会に対しては、西原
監査役は社外監査役就任後に開催された監査役会8回すべてに、籠池監査役は10回す
べてにそれぞれ出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する協議等を行って
おります。
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５．会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ
　

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
①公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 37百万円
②当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計金額 37百万円

　

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において「会社法」に基づく監査と「金融商品取引法」に基づく監査の監査報酬の額
を区分しておりませんので、①の金額には「金融商品取引法」に基づく監査の報酬額を含めております。

２．当社の重要な連結子会社のうち在外子会社であるSHIKOKU INTERNATIONAL CORPORATIONは、当社の会計監査人
以外の公認会計士の監査を受けております。

３．当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、
監査の実施状況及び報酬見積もりの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第
１項の同意を行っております。

　

（3）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、会計監査人の変更が必要
であると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案
の内容を決定いたします。
また、当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する
と認められ、かつ、改善の見込みがないと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき、会
計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集さ
れる株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。

　
６．業務の適正を確保するための体制及び運用状況
（業務の適正を確保するための体制の概要）
当社は、内部統制システム構築の基本方針について下記のとおり決議しております。この
基本方針に基づき、業務の適正を確保していくとともに、今後もより効果的な内部統制シス
テムの構築を目指して、常に現状の見直しを行い、継続的な改善を図ってまいります。

　

（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①取締役会規則、執行役員規程に法令及び定款の遵守を定めるとともに、従業員の職務の執行
については業務分掌規程及び決定権限規程により職務の範囲や権限を定め、適正な牽制が機
能する体制とする。
②内部監査室は内部監査規程に基づき業務監査を実施し、コンプライアンスの徹底を図るとと
もに自浄能力強化に努める。
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③当社及び当社グループ各社における取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合
し、かつ社会的責任を果たすことを確保するため、コンプライアンス管理規程を定めるとと
もに、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、コンプライアンスを適切に行う。
また、コンプライアンスを推進するために、企業行動憲章、企業行動基準、並びに公益通報
者保護規程、個人情報保護規程等の規程を定め、従業員に対して企業行動憲章等の遵守の重
要性を繰り返し教育することで周知徹底を図る。また、企業行動憲章カードとコンプライア
ンス ハンドブックを全取締役及び従業員に配布し、その内容を遵守する旨の誓約書の提出
を全取締役及び従業員より受ける。
④当社及び当社グループ各社におけるコンプライアンスの向上に資するため、当社及び当社グ
ループ各社の従業員並びにグループの取引先の従業員（派遣社員、退職者を含む）からの相
談・通報を受け付けるための窓口としてコンプライアンス ホットラインを社内外に設ける
とともに、その運用を公益通報者保護規程にて定める。これにより、組織及び個人的な法令
違反行為、不当行為、不正行為の早期発見と是正を図る。
⑤反社会的勢力及び団体からの不当、不法な要求には断固応じず毅然とした態度で臨むことを
企業行動憲章に定め、企業行動基準にその行動指針を明記するとともに、弁護士及び警察と
連絡を取り適切な指導を受けながら組織的に対応できる体制を構築していく。

　

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書取扱規程に基づき、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保
存する。取締役及び監査役は、文書取扱規程により、これらの文書等を常時閲覧できるもの
とする。

　

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社及び当社グループ各社のリスク管理に係る基本的な事項を定めたリスク管理基本規程を
制定し、事業を取り巻くさまざまなリスクへの的確な管理と危機発生時における適切な対応
を定めることにより、損失の極小化及び事業継続の確保に資する。
②リスク管理を適切に行うために、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、全社のリ
スク管理について統括する。また、リスク管理を適切に行うための平常時の準備要領や危機
発生時の対応要領、手順、細部事項等を定めたリスク管理マニュアルに従い、全社横断のリ
スク管理体制を整備、構築する。

　

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①適正なコーポレート・ガバナンス（企業統治）を確保するために業務の意思決定・監督機能
と業務執行機能を分離し執行役員制度を導入するとともに、意思決定・監督機能の最高責任
者としてＣ.Ｅ.Ｏ.を置き、各執行役員がその担当業務について執行責任を負う。
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②的確かつ迅速な意思決定を図るために月１回の定例取締役会を開催するとともに、必要に応
じて臨時取締役会を開催する。また、業務執行に係る適切な連携を図るために、月１回の執
行役員会を開催する。
③経営責任及び業務執行責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できるようにするた
め、取締役、執行役員の任期は１年とする。
④取締役会の決定に基づく業務執行については、執行役員規程、組織基本規程、業務分掌規
程、及び決定権限規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について
定める。
⑤会社として達成すべき目標を明確化するために役職員が共有する長期ビジョン及び中期経営
計画を策定し、その浸透を図るとともに、目標達成に向けて各部門が実施すべき具体的なア
クションプランを年次計画として策定する。
⑥中期経営計画及びアクションプランの進捗状況は、情報システムにより迅速にデータ化され
た計数とともに、執行役員規程及び報告管理規程に基づき各担当執行役員が作成する月次業
務執行報告書として、全取締役及び執行役員に報告する。
⑦取締役会は各執行役員に対し、計画達成の遅延及び阻害要因の排除、低減についての改善を
指示することにより、目標達成の確度を高め、全社的な業務効率化を実現する。

　

（5）当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社は、当社の子会社には取締役又は監査役として当社より最低１名の役員を派遣し、当該
役員は当社の定例取締役会で各子会社の業務の状況を報告するものとする。
②当社の経営企画室は、関係会社規程に基づき子会社の状況に応じて必要な管理を行うととも
に、子会社の自主性を尊重しながら常に密接な連携を保持し相互の事業発展を図る。また、
当社の経理・情報システム部内に関係会社の財務に係る専任者を置き、財務面の内部統制の
適正を確保する。
③コンプライアンス管理規程、及びリスク管理基本規程については、その適用範囲を子会社に
も及ぶものとし、グループ全体のコンプライアンス体制、リスク管理体制の構築に努める。

　

（6）監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
①監査役は、内部監査室所属の従業員に監査業務に必要な事項を命令することができる。
②監査役より監査業務に必要な命令を受けた従業員は、その命令に関して取締役、内部監査室
長等の指揮命令を受けない。
③取締役は、監査役より監査業務に必要な命令を受けた従業員が監査役の命令事項を実施する
ために必要な環境の整備を行う。

　

（7）監査役会又は監査役への報告に関する体制
①監査役は、定例及び臨時の取締役会に出席する。また、報告管理規程に基づき、各部門の月
次業務執行報告書、執行役員会議事録等の重要な文書について報告を受ける。
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②当社及び当社グループ各社における取締役及び従業員は、監査役会又は監査役に対して、法
定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項が発生、もしくは発生の
恐れがあるとき、役職員による違法又は不正な行為を発見したとき、又は監査役会が予め取
締役と協議して定めた事項など監査役会規則に定められた事項が生じたときは、直接に又は
職制を通じて、その内容を速やかに報告する。また、当該報告を理由とした不利益な処遇は
一切行わない。

　

（8）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査役は、会計監査人、内部監査室、グループ各社の監査役と情報交換に努めるとともに、
連携して当社及びグループ各社の監査の実効性を確保するものとする。
②監査役会は、代表取締役との定期的な意見交換会を開催するとともに、必要に応じて、会計
監査人、取締役、内部監査室等の従業員その他の者に対して報告を求めることができる。
③当社は、監査役がその職務を執行する上で必要な費用を請求したときは、当該費用が職務の
執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用を処理する。

　

（9）財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法第24条の４の４に規定する内部統制報告書の
有効かつ適切な提出のため、財務報告に係る内部統制基本方針を制定するとともに、Ｃ.Ｅ.
Ｏ.（最高経営責任者）を委員長とする内部統制委員会を設置する。内部統制委員会は、内
部統制の有効性を判断し、内部統制報告書を作成するとともに、内部統制が適正に機能する
ことの継続的評価、必要な是正を行い、併せて金融商品取引法その他関連法令等との適合性
を確保する。

　
（業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要）

当事業年度における上記体制の運用状況は、以下のとおりです。
取締役及び従業員の職務の適正を確保するため、グループ内の全役職員に対してコンプラ
イアンス ハンドブックを配布しており、新入社員研修等において教育するとともに、当事
業年度もグループ内の全役職員から精読の上その内容を遵守する旨の誓約書の提出を受けま
した。
また、自然災害を想定した事業継続計画（BCP）の策定・見直しを推進しており、想定被
害に対する各種の対策、災害対策マニュアルの作成や更新等を実施しました。
当事業年度中に取締役会を13回開催し、経営全般にわたる重要事項の決定等を行い、ま
た、執行役員会を12回開催し、各執行役員間で取締役会の決定・指示等に基づく職務の執
行状況を相互に報告するとともに、その効率性、適切性を適宜確認しております。
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監査役は、当事業年度に開催された取締役会に出席し、経営全般にわたり必要な意見、発
言を適宜行いました。また、内部監査室は、内部監査規程に基づき、財務報告に係る内部統
制監査を実施したほか、業務監査を実施いたしました。
子会社の業務の適正の確保に関しましては、当社から監査役を派遣して監査を行わせ、ま
た、当社監査役も子会社監査を行いました。

７．株式会社の支配に関する基本方針
当社は、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さない当社株式の大量買付行為を抑止す
るために、「当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）」を導入しており、その具体
的な内容は、以下のとおりであります。

　

（会社の支配に関する基本方針）
（1）当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、株式の大量取得を目的とす
る買付けが行われる場合において、それに応じるか否かの判断は、最終的には、株主全体の
意思に基づいて行われるべきだと考えております。
しかし、当社株式の大量取得行為や買付提案の中には、その目的等からみてステークホル
ダーとの関係を破壊するもの、当社に対して高値で買取りを請求する場合や、株主の皆様に
株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、また当社や株主の皆様が買付けの条件につ
いて検討し、あるいは当社が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの
等、企業価値及び株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすものもないとは言えず、こ
れらの行為に関して、当社の基本理念や株主の皆様をはじめとするステークホルダーの利益
を守るのは、当社の経営を預かるものとして当然の責務であると認識しております。
そこで、当社は、かかる買付行為に対して、当社取締役会が、当社が設定し事前に開示す
る一定の合理的なルールに従って適切と考える方策をとることも、当社の企業価値及び株主
共同の利益を守るために必要であると考えております。
以上、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を、以下

「基本方針」といいます。
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（2）基本方針の実現に資する特別な取組み
①企業理念等
当社グループは、新たなステージへの飛躍を目指し、2030年の実現を目指した長期ビジ
ョン「Challenge 1000」を策定しました。
これまでと変わらぬ企業理念「独創力」のもと、2030年にありたい姿として、「独創力
で、“一歩先行く提案” 型企業へ」を掲げ、独創的なアイデアで社会課題を解決し、世界の
進歩をリードする企業となることを目指してまいります。
そして、長期的視点に立った成長戦略の実行による飛躍的な成長を目指し、2030年に達
成すべき財務目標として、売上高1,000億円、営業利益150億円、ROE10％以上を掲げ、
目標の達成に向けて全社一丸となって取り組んでまいります。
また、株主還元の基本方針として、2030年度に至る長期ビジョン「Challenge 1000」
の期間中において「連結業績を基準として、配当性向30％、総還元性向50％」を目指しま
す。
株主の皆様に対するより一層の利益還元に重点をおいた経営を行うことにより、企業の活
動方針である「四方よし」を実現してまいります。
当社グループは、さらなる持続的な成長を目指して、「全員参加型」による「積極経営」
を進め、世界の持続可能な発展に貢献する企業集団となることを目指してまいります。

②コーポレート・ガバナンス及び内部統制システムの整備
当社は、継続的な企業価値向上のため、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する組織
と透明性の高い株主重視の経営システムの構築を重要施策として認識しております。具体的
には、株主の権利・平等性の確保、株主以外のステークホルダーとの適切な協働、適切な情
報開示と透明性の確保、取締役会の役割・責務の適切な遂行、株主との建設的な対話を主題
として、その実効性を確保する体制の構築に努めております。
適正なコーポレート・ガバナンスを確保するために、意思決定・監督機能と業務執行機能
を分離し、執行役員制度を導入しております。経営責任と業務執行責任を明確にし、経営環
境の変化に迅速に対応できるようにするため、取締役、執行役員の任期は１年としておりま
す。
また、企業の社会的責任を真摯に受け止め、内部統制システムの強化、コンプライアンス
やリスク管理体制の高度化を図るとともに、環境負荷軽減と環境保全に向けた活動を自主的
かつ持続的に行い、世界の持続可能な発展に貢献する企業集団を目指してまいります。
当社グループは、今後とも、企業理念の実現に向けた全社戦略及び事業戦略への取組みや
コーポレート・ガバナンス向上への取組みを行うことが、企業価値の向上、ひいては株主共
同の利益の向上に資するものと考えております。
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（3）基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されること
を防止するための取組み（当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策））
当社は、上記基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が
支配されることを防止する取組みとして、2008年６月26日開催の第88回定時株主総会に
おいて「当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）」（以下、「本プラン」といいま
す。）を導入いたしました。その後、2011年６月28日開催の第91回定時株主総会、2014
年６月25日開催の第94回定時株主総会、及び2017年６月27日開催の第97回定時株主総会
において、必要な範囲で本プランの内容の一部改定を行っております。
本プランは、当社株式等の大量買付行為を行おうとする者が遵守すべきルール（以下、

「大量買付ルール」といいます。）を策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をと
ることを明らかにし、大量買付行為を行おうとする者に対し、株主及び取締役会による判断
のための情報提供と当社取締役会による評価・検討の期間の付与を要請しております。ま
た、大量買付行為を行おうとする者が大量買付ルールを遵守しない場合又は大量買付行為に
よって当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合に限り、当社取
締役会は、対抗措置として当社株主に対する新株予約権の無償割当等を決議することができ
ます。なお、本プランの有効期間は、2020年６月開催予定の第100回定時株主総会の終結
の時までとしております。

（4）上記取組みが基本方針に沿うものであること、当社の株主の共同の利益を損なうものではな
いこと、及び当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと、並びにその理由
上記（2）の取組みにつきましては、当社の企業価値の向上及び株主共同の利益の実現を
直接の目的とするものでありますので、上記（1）の基本方針の実現に沿うものと考えてお
ります。
また、この取組みは当社株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持
を目的とするものでもありません。
上記（3）の取組みにつきましては、当社取締役会が大量買付行為に対する対抗措置の発
動を決議するにあたり、その判断の客観性・合理性を担保するための十分な仕組みが確保さ
れているものと考えます。従いまして、上記（1）の基本方針の実現に沿うものであり、当
社株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とするものではな
いことは明らかであると考えております。
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連結貸借対照表（2020年３月31日現在）
（単位：百万円）

　

科 目 金 額 科 目 金 額
（資産の部） （負債の部）

流動資産 63,103 流動負債 17,747
現金及び預金 26,607 支払手形及び買掛金 6,530
受取手形及び売掛金 13,057 電子記録債務 415
電子記録債権 2,095 短期借入金 2,730
有価証券 11,000 1年内返済予定の長期借入金 693
商品及び製品 6,912 未払費用 1,396
仕掛品 47 未払法人税等 1,356
原材料及び貯蔵品 3,100 未払消費税等 313
その他 283 役員賞与引当金 73
貸倒引当金 △0 設備関係支払手形 58

設備関係電子記録債務 53
その他 4,127

固定資産 37,792 固定負債 11,500
有形固定資産 19,315 長期借入金 7,157
建物及び構築物 5,148 繰延税金負債 1
機械装置及び運搬具 3,929 再評価に係る繰延税金負債 1,111
土地 8,849 役員退職慰労引当金 88
建設仮勘定 736 退職給付に係る負債 2,201
その他 651 資産除去債務 379

株式給付引当金 23
無形固定資産 143 その他 537
　ソフトウエア 143 負 債 合 計 29,248
その他 0 （純資産の部）

株主資本 66,563
投資その他の資産 18,333 資本金 6,867
　投資有価証券 16,607 資本剰余金 5,815
長期貸付金 3 利益剰余金 56,063
繰延税金資産 1,159 自己株式 △2,183
退職給付に係る資産 201
その他 365 その他の包括利益累計額 4,276
貸倒引当金 △3 その他有価証券評価差額金 1,972

繰延ヘッジ損益 △4
土地再評価差額金 2,533
為替換算調整勘定 △109
退職給付に係る調整累計額 △115

非支配株主持分 808
純 資 産 合 計 71,647

資 産 合 計 100,896 負債・純資産合計 100,896
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連結損益計算書（2019年４月１日から2020年３月31日まで）
（単位：百万円）

　

科 目 金 額
売上高 51,564
売上原価 30,479
売上総利益 21,085
販売費及び一般管理費 13,236
営業利益 7,848
営業外収益
受取利息 23
受取配当金 476
雑収入 35 535

営業外費用
支払利息 14
手形売却損 0
売上割引 137
為替差損 174
たな卸資産廃棄損 25
雑損失 9 362
経常利益 8,022
特別利益
固定資産売却益 1
投資有価証券売却益 5
補助金収入 44 50

特別損失
固定資産除却損 19 19
税金等調整前当期純利益 8,053
法人税、住民税及び事業税 2,401
法人税等調整額 7 2,408
当期純利益 5,644
非支配株主に帰属する当期純利益 33
親会社株主に帰属する当期純利益 5,610
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連結株主資本等変動計算書（2019年４月１日から2020年３月31日まで）
（単位：百万円）

　

株 主 資 本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 6,867 5,740 51,798 △322 64,084
当期変動額
剰余金の配当 △1,345 △1,345
親会社株主に帰属する
当期純利益 5,610 5,610

自己株式の取得 △1,786 △1,786
株式給付信託による
自己株式の取得 △166 △166
株式給付信託に対する
自己株式の処分 75 91 166
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － 75 4,265 △1,861 2,478
当期末残高 6,867 5,815 56,063 △2,183 66,563

その他の包括利益累計額
非支配
株主持分

純資産
合計

その他有
価証券評
価差額金

繰延
ヘッジ
損益

土地
再評価
差額金

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る調
整累計額

その他の
包括利益
累計額
合計

当期首残高 3,199 △4 2,533 △93 △137 5,498 788 70,370
当期変動額
剰余金の配当 △1,345
親会社株主に帰属する
当期純利益 5,610

自己株式の取得 △1,786
株式給付信託による
自己株式の取得 △166
株式給付信託に対する
自己株式の処分 166
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △1,226 △0 － △16 22 △1,221 19 △1,201

当期変動額合計 △1,226 △0 － △16 22 △1,221 19 1,277
当期末残高 1,972 △4 2,533 △109 △115 4,276 808 71,647
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貸借対照表（2020年３月31日現在）
（単位：百万円）

　

科 目 金 額 科 目 金 額
（資産の部） （負債の部）

流動資産 57,566 流動負債 18,357
現金及び預金 22,503 買掛金 7,334
受取手形 2,520 電子記録債務 415
電子記録債権 2,091 短期借入金 3,535
売掛金 10,373 リース債務 49
有価証券 11,000 未払金 3,529
商品及び製品 6,464 未払費用 978
仕掛品 8 未払法人税等 1,194
原材料及び貯蔵品 1,713 預り金 367
その他 892 役員賞与引当金 46

その他 906

固定資産 36,029 固定負債 10,720
有形固定資産 16,618 長期借入金 7,147
建物 3,861 リース債務 56
構築物 303 再評価に係る繰延税金負債 1,111
機械及び装置 3,469 退職給付引当金 1,630
工具、器具及び備品 372 　 株式給付引当金 23
土地 7,724 資産除去債務 298
リース資産 132 その他 453
建設仮勘定 734 負 債 合 計 29,078
その他 20 （純資産の部）

株主資本 60,040
無形固定資産 118 資本金 6,867
ソフトウエア 118 資本剰余金 5,816
その他 0 資本準備金 5,741

その他資本剰余金 75
投資その他の資産 19,293 利益剰余金 49,539
　投資有価証券 16,098 利益準備金 1,133
関係会社株式 2,125 その他利益剰余金 48,406
関係会社出資金 60 配当準備積立金 950
長期貸付金 255 固定資産圧縮積立金 427
長期繰延税金資産 231 別途積立金 4,500
その他 523 繰越利益剰余金 42,529
貸倒引当金 △0 自己株式 △2,183

評価・換算差額等 4,477
その他有価証券評価差額金 1,949
繰延ヘッジ損益 △4
土地再評価差額金 2,533
純 資 産 合 計 64,518

資 産 合 計 93,596 負債・純資産合計 93,596
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損益計算書（2019年４月１日から2020年３月31日まで）
（単位：百万円）

　

科 目 金 額
売上高 46,669
売上原価 28,797
売上総利益 17,871
販売費及び一般管理費 11,113
営業利益 6,758
営業外収益
受取利息 20
受取配当金 754
雑収入 27 801

営業外費用
支払利息 20
手形売却損 0
売上割引 137
為替差損 174
たな卸資産廃棄損 25
雑損失 6 365
経常利益 7,194
特別利益
固定資産売却益 1
投資有価証券売却益 5
補助金収入 44 50

特別損失
　 固定資産除却損 16 16
税引前当期純利益 7,228
法人税、住民税及び事業税 2,040
法人税等調整額 2 2,042
当期純利益 5,186
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株主資本等変動計算書（2019年４月１日から2020年３月31日まで）
（単位：百万円）

　

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計

配当
準備
積立金

固定資
産圧縮
積立金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

当期首残高 6,867 5,741 － 5,741 1,133 950 453 4,500 38,662 45,699

当期変動額
固定資産圧縮積立金の取崩 △26 26 －

剰余金の配当 △1,345 △1,345

当期純利益 5,186 5,186

自己株式の取得
株式給付信託による自己株式の取得
株式給付信託に対する自己株式の処分 75 75
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － 75 75 － － △26 － 3,866 3,840

当期末残高 6,867 5,741 75 5,816 1,133 950 427 4,500 42,529 49,539

株 主 資 本 評価・換算差額等
純資産合計自己株式 株主資本

合計
その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等
合計

当期首残高 △322 57,986 3,098 △4 2,533 5,627 63,614

当期変動額
固定資産圧縮積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △1,345 △1,345

当期純利益 5,186 5,186

自己株式の取得 △1,786 △1,786 △1,786

株式給付信託による自己株式の取得 △166 △166 △166

株式給付信託に対する自己株式の処分 91 166 166
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) △1,149 △0 － △1,150 △1,150

当期変動額合計 △1,861 2,053 △1,149 △0 － △1,150 903

当期末残高 △2,183 60,040 1,949 △4 2,533 4,477 64,518
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本
独立監査人の監査報告書

2020年５月７日
四国化成工業株式会社

取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 トーマツ

高松事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 久保誉一 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 安田秀樹 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、四国化成工業株式会社の2019年４月１日から
2020年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、四国化成工業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本
　

独立監査人の監査報告書
2020年５月７日

四国化成工業株式会社
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
高松事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 久保誉一 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 安田秀樹 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、四国化成工業株式会社の2019年４月１日
から2020年３月31日までの第100期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本
　

　

監 査 報 告 書
　当監査役会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第100期事業年度の取締役の職務の執行に
関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告い
たします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報

告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取
締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努め
るとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において
業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役
等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なもの
として会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容
及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等
からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表
明いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任監査法人ト
ーマツから当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。
③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みにつ
いては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則
第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議
会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連
結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたし
ました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認め
られません。なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において開示
すべき重要な不備はない旨の報告を取締役等及び有限責任監査法人トーマツから受けております。
④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本
方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則
第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損な
うものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2020年５月12日
四国化成工業株式会社 監査役会

常勤監査役 古川 和彦 ㊞
常勤監査役 田邉 賢次 ㊞
監 査 役 西原 孝治 ㊞
監 査 役 籠池 信宏 ㊞

（注）監査役 西原孝治及び監査役 籠池信宏は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査
役であります。

　
以 上
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株主総会参考書類
　
議案及び参考事項
　
第１号議案　取締役10名選任の件
取締役全員（10名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役10名の選任をお願いす
るものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

１

た なか なお と

田 中 直 人 生年月日
1952年７月29日生

所有する当社株式の数
141,100株 再 任

略歴、当社における地位及び担当
1975年４月 当社入社 2006年６月 当社取締役常務執行役員建材事業担当兼幕張支社長
1996年３月 当社無機化成品営業部長 2009年３月 当社取締役常務執行役員建材事業担当
2002年６月 当社執行役員建材事業東日本営業統括 2013年３月 当社取締役専務執行役員建材事業担当
2003年３月 当社執行役員企画・管理部門企画統括 2016年６月 当社代表取締役副社長執行役員建材事業担当
2005年３月 当社執行役員建材事業担当 2018年６月 当社代表取締役社長兼Ｃ.Ｅ.Ｏ.（現任）
2005年６月 当社取締役執行役員建材事業担当兼幕張支社長

取締役候補者とした理由
　当社において化学品事業、建材事業、経営企画部門の管理職や執行役員を務め、2005年に取締役に就任後、2016年に
代表取締役に就任し、現在代表取締役社長兼Ｃ.Ｅ.Ｏ.を務めております。経営全般の管理・監督機能を長年担っており、
その豊富な経験と知識から、今後も取締役としての職務遂行を適切に行えるものと判断し、引き続き取締役として選任を
お願いするものであります。
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候補者
番 号

２

よし おか たかし

吉 岡 隆 生年月日
1956年３月13日生

所有する当社株式の数
107,800株 再 任

略歴、当社における地位及び担当
1978年４月 当社入社 2009年３月 当社代表取締役社長兼Ｃ.Ｏ.Ｏ.
1997年４月 当社電子化学材料チームリーダー 兼化学品研究・開発担当兼建材開発担当
2002年６月 当社研究センター所長 2010年６月 当社取締役Ｃ.Ｒ＆Ｄ.Ｏ.
2003年６月 当社執行役員研究・開発担当 兼化学品研究・開発担当兼建材開発担当
2004年６月 当社取締役執行役員研究・開発担当 2013年３月 当社取締役専務執行役員化学品研究・開発担当
2005年６月 当社代表取締役社長兼Ｃ.Ｏ.Ｏ. 2019年３月 当社取締役専務執行役員化学品研究・開発本部長（現任）
2007年６月 当社代表取締役社長兼Ｃ.Ｏ.Ｏ.

兼化学品研究・開発担当

取締役候補者とした理由
　当社において主に研究・開発部門に携わり、2004年に取締役に就任後、2005年から2010年まで代表取締役に就任
し、現在取締役専務執行役員を務めております。研究・開発部門を中心として経営全般の管理・監督機能を長年担ってお
り、その豊富な経験と知識から、今後も取締役としての職務遂行を適切に行えるものと判断し、引き続き取締役として選
任をお願いするものであります。

候補者
番 号

３

まつ ばら じゅん

松 原 純 生年月日
1954年１月４日生

所有する当社株式の数
33,900株 再 任

略歴、当社における地位及び担当
1976年４月 当社入社 2007年６月 当社執行役員化学品事業業務統括
2000年３月 当社化学品事業物流購買部長 2011年６月 当社常勤監査役
2001年６月 当社化学品事業業務推進部長 2019年６月 当社取締役常務執行役員化学品営業本部長（現任）
2005年６月 当社化学品事業業務統括

取締役候補者とした理由
　当社において主に化学品事業に携わり、2019年から取締役に就任しており、現在取締役常務執行役員を務めておりま
す。化学品事業を中心として経営全般の管理・監督機能を担っており、その豊富な経験と知識から、今後も取締役として
の職務遂行を適切に行えるものと判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

４

わた なべ みつ のり

渡 邊 充 範 生年月日
1957年７月11日生

所有する当社株式の数
44,700株 再 任

略歴、当社における地位及び担当
1980年４月 当社入社 2017年３月 当社取締役執行役員企画・管理担当補佐
2002年３月 当社経営企画室長 2018年２月 当社取締役執行役員企画・管理担当補佐兼大阪支社長
2013年６月 当社執行役員経営企画室長 2019年３月 当社取締役執行役員企画本部長
2014年６月 当社取締役執行役員経営企画・秘書統括 2019年６月 当社取締役常務執行役員企画本部長（現任）
2016年６月 当社取締役執行役員経営企画統括

取締役候補者とした理由
　当社において主に経営企画部門に携わり、2014年から取締役に就任しており、現在取締役常務執行役員を務めており
ます。経営企画部門を中心として経営全般の管理・監督機能を担っており、その豊富な経験と知識から、今後も取締役と
しての職務遂行を適切に行えるものと判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者
番 号

５

はま ざき まこと

濱 﨑 誠 生年月日
1958年１月27日生

所有する当社株式の数
34,600株 再 任

略歴、当社における地位及び担当
1980年４月 当社入社 2012年６月 当社丸亀工場長
2002年３月 当社技術部長 2015年３月 当社執行役員丸亀工場長
2004年９月 当社徳島工場副工場長 2018年６月 当社取締役執行役員生産・技術担当兼丸亀工場長
2008年３月 当社丸亀工場副工場長 2019年３月 当社取締役執行役員生産・技術本部長（現任）

取締役候補者とした理由
　当社において生産・技術部門に携わり、2018年から取締役に就任しており、現在取締役執行役員を務めております。
生産・技術部門を中心として経営全般の管理・監督機能を担っており、その豊富な経験と知識から、今後も取締役として
の職務遂行を適切に行えるものと判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

６

ま なべ よし のり

眞 鍋 宣 訓 生年月日
1964年６月７日生

所有する当社株式の数
14,200株 再 任

略歴、当社における地位及び担当
1988年４月 当社入社 2018年６月 当社執行役員建材事業担当補佐兼営業統括
2005年３月 当社建材事業物流購買部長 2019年３月 当社執行役員事業推進本部副本部長
2017年３月 当社執行役員建材事業営業統括 2019年６月 当社取締役執行役員事業推進本部長（現任）

取締役候補者とした理由
　当社において建材事業に携わり、2019年から取締役に就任しており、現在取締役執行役員を務めております。事業推
進部門を中心として経営全般の管理・監督機能を担っており、その豊富な経験と知識から、今後も取締役としての職務遂
行を適切に行えるものと判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

　

候補者
番 号

７

えん じょ ひろし

遠 所 裕 生年月日
1958年12月15日生

所有する当社株式の数
15,500株 再 任

略歴、当社における地位及び担当
1990年８月 当社入社 2018年６月 当社執行役員建材事業開発統括
2013年６月 当社エクステリア開発チームリーダー 2019年３月 当社執行役員建材事業本部副本部長兼開発統括
2017年３月 当社建材事業開発統括 2019年６月 当社取締役執行役員建材事業本部長（現任）

取締役候補者とした理由
　当社において建材事業に携わり、2019年から取締役に就任しており、現在取締役執行役員を務めております。建材事
業を中心として経営全般の管理・監督機能を担っており、その豊富な経験と知識から、今後も取締役としての職務遂行を
適切に行えるものと判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

８

しぶ や ひろし

渋 谷 博 生年月日
1949年５月５日生

所有する当社株式の数
6,500株 再 任

略歴、当社における地位及び担当
1972年４月 三菱商事株式会社入社 2016年６月 当社取締役（現任）
1984年２月 仏国三菱商事会社出向 2020年４月 日本文化大学法学部特任教授（現任）
1995年１月 インドネシアＰＴ ＳＴＢＣ社出向取締役副社長
1998年３月 三菱商事株式会社生化学ファイン部次長
2000年７月 クローダジャパン株式会社入社
2011年４月 日本文化大学法学部非常勤講師 重要な兼職の状況
2016年４月 日本文化大学法学部教授 日本文化大学 法学部特任教授

社外取締役候補者とした理由
　他社における豊富な海外経験に加え、取締役として経営に携わった経験及び知識や大学教員としての専門的知識を活か
して、客観的な立場から経営の意思決定に参画していただくために、引き続き社外取締役として選任をお願いするもので
あります。

　

候補者
番 号

９

てら だ とし ふみ

寺 田 俊 文 生年月日
1956年２月16日生

所有する当社株式の数
800株 再 任

略歴、当社における地位及び担当
1979年４月 日本生命保険相互会社入社 2015年４月 ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社
2001年３月 同社千葉支社長 代表取締役社長
2003年３月 同社大宮支社長 2016年４月 ニッセイ商事株式会社代表取締役社長
2004年３月 同社北九州支社長 2018年６月 当社取締役（現任）
2006年３月 同社営業教育部長兼販売資料審査室長 2020年４月 ニッセイ商事株式会社代表取締役会長（現任）
2008年３月 同社執行役員業務部長
2011年４月 同社常務執行役員東海営業本部長
2014年４月 ニッセイ保険エージェンシー株式会社 重要な兼職の状況

代表取締役副社長 ニッセイ商事株式会社 代表取締役会長

社外取締役候補者とした理由
　他社において取締役として経営に携わった経験及び知識を活かして、客観的な立場から経営の意思決定に参画していた
だくために、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

10

はら だ しゅう いつ

原 田 秀 逸 生年月日
1953年11月10日生

所有する当社株式の数
0株 新 任

略歴
1976年４月 建設省（現 国土交通省）入省 2013年９月 一般財団法人日本デジタル道路地図協会参与
1998年７月 同省関東地方建設局用地部長 2016年６月 ＪＢハイウェイサービス株式会社
2001年１月 国土交通省総合政策局国土環境・調整課長 代表取締役社長（現任）
2002年７月 日本下水道事業団企画総務部長
2004年４月 同事業団経営企画部長
2005年８月 衆議院事務局調査局国土交通調査室首席調査員
2007年７月 同局決算行政監視調査室首席調査員
2011年６月 本州四国連絡高速道路株式会社 重要な兼職の状況

取締役常務執行役員 ＪＢハイウェイサービス株式会社 代表取締役社長

社外取締役候補者とした理由
　他社において取締役として経営に携わった経験及び知識や、国土交通省等の行政機関で培った建設業界における専門的
知識を活かして、客観的な立場から経営の意思決定に参画していただくために、新たに社外取締役として選任をお願いす
るものであります。

（注）１．各候補者と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。
２．渋谷博氏、寺田俊文氏及び原田秀逸氏は、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、当社は渋谷博氏及
び寺田俊文氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、原田秀逸氏
についても、同様に東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

３．渋谷博氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結時をもって４年となります。また、寺田俊文氏の社外取締役とし
ての在任期間は、本総会終結時をもって２年となります。

４．当社は、渋谷博氏及び寺田俊文氏との間で、会社法第423条第１項に定める責任につき、同法第425条第１項に規定する最
低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度とする旨の責任限定契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合、
当社は両氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。また、原田秀逸氏が選任された場合は、同様の責任限
定契約を締結する予定であります。
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第２号議案　監査役１名選任の件
監査役籠池信宏氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願いするも
のであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

かご いけ のぶ ひろ

籠 池 信 宏 生年月日
1969年４月１日生

所有する当社株式の数
6,000株 再 任

略歴、当社における地位
1994年４月 弁護士登録・大阪弁護士会入会 2005年４月 香川大学・愛媛大学連合法務研究科教授
2000年２月 香川県弁護士会へ登録換 2008年６月 当社監査役（現任）
2000年４月 籠池法律事務所入所（現任）

社外監査役候補者とした理由
　弁護士としての専門的知見並びに企業法務に関する豊富な経験を、当社の監査体制に活かしていただくため、引き続き
社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、上
記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。

（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．籠池信宏氏は、社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく
独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

３．籠池信宏氏の監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって12年となります。
４．当社は、籠池信宏氏との間において、会社法第423条第１項に定める責任につき、同法第425条第１項に規定する最低責任
限度額をもって、損害賠償責任の限度とする旨の責任限定契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当社
は同氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。
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第３号議案　補欠監査役１名選任の件
監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名の選任をお願いするものであ
ります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

みず の たけ お

水 野 武 夫 生年月日
1941年11月７日生

所有する当社株式の数
2,000株

略歴
1968年４月 弁護士登録（大阪弁護士会）
1998年５月 共栄法律事務所パートナー（現任） 重要な兼職の状況
2001年４月 大阪弁護士会会長

近畿弁護士会連合会理事長
日本弁護士連合会副会長

公益財団法人 日本センチュリー交響楽団 代表理事
株式会社ＯＤＫソリューションズ 社外取締役
株式会社法律文化社 社外取締役

補欠の社外監査役候補者とした理由
　弁護士としての専門的知見並びに企業法務に関する豊富な経験を、当社の監査体制に活かしていただくため、補欠の社
外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記
の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。

（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．水野武夫氏は、社外監査役の補欠として選任をお願いするものであります。
３．水野武夫氏が社外監査役に就任した場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第１項に定める責任につき、同法第425条
第１項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。
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第４号議案　当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）継続の件
当社は、2008年６月26日開催の第88回定時株主総会において株主の皆様よりご承認を得て、「当社株式の
大量買付行為への対応策（買収防衛策）」を導入し、その後、2011年６月28日開催の第91回定時株主総会、
2014年６月25日開催の第94回定時株主総会並びに2017年６月27日開催の第97回定時株主総会において、
同対応策につき継続することについて、ご承認をいただいております（以下、継続後の同対応策を「現プラ
ン」といいます。）。
現プランの有効期間は、本総会終結の時までであることから、当社では、株主共同の利益及び企業価値の維
持・向上の観点から、継続の是非も含めその在り方について検討してまいりました。その結果、2020年５月
13日開催の当社取締役会において、現プランを継続することを本総会に付議する旨決定いたしましたので、定
款第42条第１項の定めに基づき、本議案としてお諮りするものであります（以下、継続する同対応策を「本プ
ラン」といいます。）。
なお、本プランでは、当社取締役会が買付者等に情報提供を要請し買付者等が回答を行う情報提供期間を設
定しておりますが、現プランの基本的な仕組みは変更しておりません。
本プランにつきましては、当社監査役４名はいずれも、本プランの具体的な運用が適正に行われることを条
件として、本プランに賛成する旨の意見を述べております。
なお、本日現在において、当社株式の大量買付行為に関する提案等は一切ございません。

Ⅰ．会社の支配に関する基本方針
当社は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、株式の大量取得を目的とする買付けが行わ
れる場合において、それに応じるか否かの判断は、最終的には、株主全体の意思に基づいて行われるべきだ
と考えております。
しかし、当社株式の大量取得行為や買付提案の中には、その目的等からみてステークホルダーとの関係を
破壊するもの、当社に対して高値で買取りを請求する場合や、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するお
それがあるもの、また当社や株主の皆様が買付けの条件について検討し、あるいは当社が代替案を提案する
ための十分な時間や情報を提供しないものなど、企業価値及び株主共同の利益に対する明白な侵害をもたら
すものもないとは言えず、これらの行為に関して、当社の基本理念や株主の皆様をはじめとするステークホ
ルダーの利益を守るのは、当社の経営を預かるものとして当然の責務であると認識しております。
そこで、当社は、かかる買付行為に対して、当社取締役会が、当社が設定し事前に開示する一定の合理的
なルールに従って適切と考える方策をとることも、当社の企業価値及び株主共同の利益を守るために必要で
あると考えております。

Ⅱ．会社の支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組み
１．企業理念等
当社グループは、新たなステージへの飛躍を目指し、2030年の実現を目指した長期ビジョン

「Challenge 1000」を策定しました。
これまでと変わらぬ企業理念「独創力」のもと、2030年にありたい姿として、「独創力で、“一歩先行く
提案” 型企業へ」を掲げ、独創的なアイデアで社会課題を解決し、世界の進歩をリードする企業となること
を目指してまいります。
そして、長期的視点に立った成長戦略の実行による飛躍的な成長を目指し、2030年に達成すべき財務目
標として、売上高1,000億円、営業利益150億円、ROE10％以上を掲げ、目標の達成に向けて全社一丸とな
って取り組んでまいります。
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また、株主還元の基本方針として、2030年度に至る長期ビジョン「Challenge 1000」の期間中におい
て「連結業績を基準として、配当性向30％、総還元性向50％」を目指します。
株主の皆様に対するより一層の利益還元に重点をおいた経営を行うことにより、企業の活動方針である

「四方よし」を実現してまいります。
当社グループは、さらなる持続的な成長を目指して、「全員参加型」による「積極経営」を進め、世界の
持続可能な発展に貢献する企業集団となることを目指してまいります。
２．コーポレート・ガバナンス及び内部統制システムの整備
当社は、継続的な企業価値向上のため、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する組織と透明性の高い
株主重視の経営システムの構築を重要施策として認識しております。具体的には、株主の権利・平等性の確
保、株主以外のステークホルダーとの適切な協働、適切な情報開示と透明性の確保、取締役会の役割・責務
の適切な遂行、株主との建設的な対話を主題として、その実効性を確保する体制の構築に努めております。
適正なコーポレート・ガバナンスを確保するために、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、執行
役員制度を導入しております。経営責任と業務執行責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できるよ
うにするため、取締役、執行役員の任期は１年としております。
また、企業の社会的責任を真摯に受け止め、内部統制システムの強化、コンプライアンスやリスク管理体
制の高度化を図るとともに、環境負荷軽減と環境保全に向けた活動を自主的かつ持続的に行い、世界の持続
可能な発展に貢献する企業集団を目指してまいります。
当社グループは、今後とも、企業理念の実現に向けた全社戦略及び事業戦略への取組みやコーポレート・
ガバナンス向上への取組みを行うことが、企業価値の向上、ひいては株主共同の利益の向上に資するものと
考えております。

Ⅲ．本プランの内容（会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の
決定が支配されることを防止するための取組み）
１．現プラン継続の目的
当社取締役会は、当社株式等の大量買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆
様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大量買付行為を行おうとする者との交渉
の機会を確保するために、引き続き本プランとして現プランを継続することといたしました。
本プランは、以下のとおり、当社株式等の大量買付行為を行おうとする者が遵守すべきルール（以下、

「大量買付ルール」といいます。）を策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることを明らか
にし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さない当社株式等の大
量買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。
本プランの概要につきましては、別紙１「本プランのフロー図」をご参照下さい。また、2020年３月31
日現在における当社大株主の状況は、別紙２「大株主の状況」のとおりです。
２．本プランの対象となる当社株式等の買付け
本プランは以下の①又は②に該当する当社株式等の買付け又はこれに類似する行為（但し、当社取締役会
が承認したものを除きます。かかる行為を、以下、「大量買付等」といいます。）がなされる場合を適用対象
とします。大量買付等を行い、又は行おうとする者（以下、「買付者等」といいます。）は、予め本プランに
定められる手続きに従わなければならないものとします。
① 当社が発行者である株式等1について、保有者2の株式等保有割合3が20％以上となる買付け
② 当社が発行者である株式等4について、公開買付け5にかかる株式等の株式等所有割合6及びその特別関係
者7の株式等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け
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３．大量買付ルールの内容
当社は、買付者等が当社取締役会に対して大量買付等に関する必要かつ十分な情報を事前に提供し、当社
取締役会のための一定の評価期間が経過した後にのみ、大量買付等を開始することができる、という大量買
付ルールを設定いたします。
また、大量買付ルールに関連して、本プランを適正に運用し当社取締役会の恣意的判断を防止するため、
独立委員会を設置するとともに、株主の皆様の意思を尊重する見地から、必要に応じて株主意思の確認手続
きを行うこととします。
当社の設定する大量買付ルールの具体的な内容は、以下のとおりです。

(1)「意向表明書」の当社への事前提出
買付者等におきましては、大量買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大量買付
等に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下、「意向表明書」とい
います。）を当社の定める書式により日本語にて提出していただきます。

具体的には、「意向表明書」には、以下の事項を記載していただきます。
① 買付者等の概要
（イ） 氏名又は名称及び住所又は所在地
（ロ） 代表者の役職及び氏名
（ハ） 会社等の目的及び事業の内容
（ニ） 大株主又は大口出資者（所有株式又は出資割合上位10名）の概要
（ホ） 国内連絡先
（ヘ） 設立準拠法

② 買付者等が現に保有する当社の株式等の数、及び意向表明書提出前60日間における買付者等の当社の株
式等の取引状況

③ 買付者等が提案する大量買付等の概要（買付者等が大量買付等により取得を予定する当社の株式等の種
類及び数、並びに大量買付等の目的（支配権取得もしくは経営参加、純投資もしくは政策投資、大量買
付等の後の当社の株式等の第三者への譲渡等、又は重要提案行為等8その他の目的がある場合には、その
旨及び内容。なお、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載していただきます。）を含みます。）

(2)「本必要情報」の提供
上記（1）の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の手順に従い、
当社に対して、大量買付等に対する株主の皆様のご判断のために必要かつ十分な情報（以下、「本必要情報」
といいます。）を提供していただきます。
まず、当社は、買付者等に対して、「意向表明書」を提出していただいた日から10営業日9（初日不算入）以
内に、当初提出していただくべき情報を記載した「情報リスト」を上記（1）①（ホ）の国内連絡先に発送い
たしますので、買付者等には、かかる「情報リスト」に従って十分な情報を当社に提出していただきます。
また、上記の「情報リスト」に従い買付者等から提供していただいた情報では、大量買付等の内容及び態
様等に照らして、株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役
会が合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を買付者等から提供していただき
ます。

2020年05月20日 09時47分 $FOLDER; 42ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



43

なお、当社取締役会は、大量買付ルールの迅速かつ適切な運営を図るため、「情報リスト」の発送日の翌
日から起算して60日を、当社取締役会が買付者等に情報提供を要請し、買付者等が回答を行う期間(以下、
「情報提供期間」といいます。)の上限として設定し、本必要情報が十分に提供されない場合であっても情報
提供期間が上限に達したときは、その時点で情報提供に係る買付者等とのやり取りを打ち切り、当該時点ま
でに提供された情報をもって当社取締役会の評価・検討（下記（3）取締役会評価期間の設定等）を開始す
るものとします。但し、買付者等から合理的な理由に基づく延長要請があった場合には、必要に応じて30日
を限度に情報提供期間を延長することができるものとします。
なお、大量買付等の内容及び態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として「情報リス
ト」の一部に含まれるものとします。
① 買付者等及びそのグループ（共同保有者10、特別関係者及びファンドの場合は各組合員その他の構成員
を含みます。）の詳細(沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員の氏名及び職歴等を含
みます。）

② 大量買付等の目的（「意向表明書」において開示していただいた目的の詳細）、方法及び内容（経営参画
の意思の有無、大量買付等の対価の種類及び金額、大量買付等の時期、関連する取引の仕組み、買付予
定の株式等の数及び買付等を行った後における株式等所有割合、大量買付等の方法の適法性を含みま
す。）

③ 大量買付等の対価の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び大量買付等にか
かる一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取した場
合における当該第三者の名称、意見の概要及び当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を含み
ます。）

④ 大量買付等の資金の裏付け（資金の提供者(実質的提供者を含みます。）の具体的名称、調達方法及び関
連する取引の内容を含みます。）

⑤ 大量買付等に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡がある場合はその内容及び当
該第三者の概要

⑥ 買付者等が既に保有する当社の株式等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約その他の重
要な契約又は取決め（以下、「担保契約等」といいます。）がある場合には、その契約の種類、契約の相
手方及び契約の対象となっている株式等の数量等の当該担保契約等の具体的内容

⑦ 買付者等が大量買付等において取得を予定する当社の株式等に関し担保契約等の締結その他第三者との
間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている
株式等の数量等の当該合意の具体的内容

⑧ 大量買付等の後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策
⑨ 大量買付等の後における当社の従業員、労働組合、取引先、顧客及び地域社会その他の当社にかかる利
害関係者の処遇等の方針

⑩ 当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策
なお、当社取締役会は、買付者等から大量買付等の提案がなされた事実とその概要及び本必要情報の概要
その他の情報のうち株主の皆様のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、速やかに開示いた
します。
当社取締役会は、買付者等より提出を受けたすべての情報を独立委員会に提供し、独立委員会は、提供さ
れた内容が本必要情報として不十分であると判断した場合には、取締役会を通して、買付者等に対して、本
必要情報を追加的に提出するよう求めることがあります。
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当社取締役会及び独立委員会が、買付者等による本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合には、
当社取締役会は、その旨を買付者等に通知（以下、「情報提供完了通知」といいます。）するとともに、速や
かにその旨を開示いたします。
情報提供期間は、当社取締役会が情報提供完了通知を行った日、又は、情報提供期間が上限に達した日

（ただし、買付者等の延長要請に基づき情報提供期間を延長する場合は延長後の情報提供期間の満了日）の
いずれか早い日をもって終了するものとします。
(3)取締役会評価期間の設定等
当社取締役会は、情報提供期間終了日の翌日を起算日として、大量買付等の評価の難易度等に応じて、以
下の①又は②の期間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間（以
下、「取締役会評価期間」といいます。）として設定します。
① 対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式等を対象とする公開買付けの場合には60日
間

② その他の大量買付等の場合には90日間
但し、上記①、②いずれにおいても、取締役会評価期間は取締役会が必要と認める場合には延長できるも
のとし、その場合は、具体的延長期間及び当該延長期間が必要とされる理由を買付者等に通知するとともに
株主の皆様に開示いたします。また、延長は原則として一度に限るものとし、延長の期間は最大30日間とし
ます。
当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付
者等から提供された本必要情報を十分に評価･検討し、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の
観点から、買付者等による大量買付等の内容の検討等を行うものとします。当社取締役会は、これらの検討
等を通して、大量買付等に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知するとと
もに、適時かつ適切に株主の皆様に開示いたします。
また、必要に応じて、買付者等との間で大量買付等に関する条件・方法について交渉し、更に、当社取締
役会として、株主の皆様に代替案を提示することもあります。当社取締役会は、買付者等より意向表明書、
本必要情報の提出を受け、取締役会評価期間開始と同時に、独立委員会に対し、買収防衛策発動の是非につ
いて諮問します。
(4)独立委員会
本プランを適正に運用し、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するためのチェック
機関として、独立委員会を設置します。独立委員会委員の人数は３名以上とし、独立委員会委員は、公正で
中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外有識者11、当社社外取
締役又は当社社外監査役（社外取締役及び社外監査役は、業務執行担当者の影響を受けず客観的な意見を表
明できる地位にあります。）の中から選任します。本継続時における独立委員会委員の候補者氏名及びその
略歴は別紙３に記載のとおりです。また、独立委員会の概要は、別紙４に記載のとおりです。
買付者等が大量買付ルールを遵守したか否かの判断（下記Ⅲ４．（1）「買付者等が大量買付ルールを遵守
した場合」参照）、大量買付等が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと認められるか否かの
判断（下記Ⅲ４．（1）「買付者等が大量買付ルールを遵守した場合」参照）、対抗措置の発動の判断等、本プ
ランにかかる重要な判断に際しては、当社取締役会は、必ず独立委員会に諮問することとし、その勧告を最
大限尊重するものとします。
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(5)株主意思の確認手続き
当社取締役会は、大量買付等に対する対抗措置を発動するか否かの決定を行うにあたり、株主の皆様の意
思を尊重する趣旨から、当該大量買付等に対し対抗措置を発動するか否かについて当社株主の皆様に判断し
ていただくこともできるものとします。株主意思の確認手続きは、買付者等が提案する大量買付等の内容や
買付者等から提供された本必要情報、対抗措置を発動するか否かの判断が必要となる状況、株主意思の確認
手続きに必要なコスト等を勘案したうえで、当社取締役会が株主意思の確認手続きを行うことが必要かつ相
当であると判断した場合に、行うものとします。また、独立委員会から、株主意思の確認手続きを行うべき
旨の勧告を受けた場合には、取締役会は、当該勧告を最大限尊重するものとします。
当社株主の皆様の意思を確認する場合には、会社法上の株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）に
よる決議によるものとします。当社取締役会は、本株主総会を開催する場合には、本株主総会の決議の結果
に従い、大量買付等の提案に対し、対抗措置を発動し又は発動しないことといたします。なお、当社取締役
会は、必要に応じて、本株主総会において議決権を行使しうる株主を確定するために、基準日（以下、「本
基準日」といいます。）を速やかに設定し、本基準日の２週間前までに当社定款に定める方法によって公告
するものとします。本株主総会の開催日は、原則として当初定められた取締役会評価期間内に設定するもの
としますが、本株主総会を開催するための実務的に必要な期間等の理由によりやむを得ない事由がある場合
には、取締役会評価期間を、30日間延長することができるものとします。
① 本株主総会において議決権を行使できる株主は、本基準日の最終の株主名簿に記録された株主としま
す。

② 本株主総会の決議は、法令及び当社定款に基づき、出席した議決権を行使することができる株主の議決
権の過半数をもって行うものとします。

③ 当社取締役会は、本株主総会にて株主の皆様が判断するための情報等に関し、重要な変更等が発生した
場合（買付者等が大量買付等を撤回する場合等）には、本株主総会の本基準日を設定した後であって
も、本基準日の変更、又は本株主総会の延期もしくは中止をすることができるものとします。

４．大量買付等がなされた場合の対応方針
(1)買付者等が大量買付ルールを遵守した場合
買付者等が大量買付ルールを遵守した場合、当社取締役会は、原則として大量買付等に対する対抗措置は
とりません。買付者等の買付提案に応じるか否かは、当社株主の皆様においてご判断いただくことになりま
す。
しかし、買付者等が真摯に合理的な経営を目指すものではなく、買付者等による支配権取得が当社に回復
し難い損害をもたらすなど、別紙５に掲げるいずれかの類型に該当し、当社の企業価値及び株主共同の利益
を著しく損なうと判断される場合には、本プランの例外的措置として、当社取締役会は当社株主の皆様の利
益を守るために、適切と考える手段を取ることがあります。
対抗措置の具体的な手段については、必要性及び相当性を勘案したうえで、対抗措置を発動する時点で最
も適切と当社取締役会が判断したものを選択することとします。
上記の場合において、対抗措置として新株予約権の無償割当てを選択する場合には、その概要は、別紙６
に記載のとおりとします。

2020年05月20日 09時47分 $FOLDER; 45ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

46

なお、上記のように対抗措置をとるか否かの判断に際しては、その客観性及び合理性を担保するため、当
社取締役会は、買付者等の提供する買付後の経営方針等を含む本必要情報に基づいて、必要に応じて外部専
門家等の助言を得ながら、買付者等及び大量買付等の具体的内容や、大量買付等が当社の企業価値及び株主
共同の利益に与える影響を検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重するものとします。また、上記Ⅲ
３．（5）「株主意思の確認手続き」に記載のとおり、本株主総会を開催して株主の皆様の判断を仰ぐ場合も
あります。
(2)買付者等が大量買付ルールを遵守しない場合
買付者等が大量買付ルールを遵守しなかった場合には、当社取締役会は、当社の企業価値及び株主共同の
利益を守ることを目的として、必要性及び相当性を勘案したうえで、新株予約権の発行等、会社法その他の
法律及び当社定款が認める対抗措置をとり、大量買付等に対抗する場合があります。買付者等が大量買付ル
ールを遵守したか否か及び対抗措置の発動の適否は、外部専門家等の意見も参考にし、また独立委員会の勧
告を最大限尊重し、当社取締役会が決定します。更に、上記Ⅲ３．（5）「株主意思の確認手続き」に記載の
とおり、本株主総会を開催して株主の皆様の判断を仰ぐ場合もあります。
具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択
することとします（なお、上記Ⅲ３．（5）「株主意思の確認手続き」に記載のとおり、本株主総会を開催し
て株主の皆様の判断を仰ぐ場合もありますが、その場合には、当社取締役会は、株主総会決議に従いま
す。）。対抗措置として新株予約権の無償割当てを選択する場合には、その概要は、別紙６に記載のとおりと
します。
(3)対抗措置発動の停止等について
当社取締役会は、対抗措置の発動が決定された後であっても、買付者等が大量買付等の撤回又は変更を行
った場合等、対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の勧告を最大限
尊重したうえで、対抗措置の発動の変更又は停止を行うことができるものとします。
対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合において、新株予約権の割当てを受けるべき株主が確
定した後に、買付者等が大量買付等の撤回又は変更を行うなどした結果、対抗措置を発動することが適切で
ないと当社取締役会が判断したときには、次のとおり対抗措置発動を停止することができるものとします。
① 当該新株予約権の無償割当ての効力発生日までの間であれば、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえ
で、当社取締役会は、新株予約権の無償割当てを中止する。

② 新株予約権の無償割当ての効力発生日後、新株予約権の行使期間開始までの間であれば、当社取締役会
は、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで当該新株予約権を無償取得する。
当社取締役会は、上記①、②のように対抗措置発動の停止を行う場合は、株主及び投資家の皆様のため
に、独立委員会が必要と認める事項も含め、必要十分な情報の速やかな開示を行います。
また、対抗措置の発動の変更を行う場合としては、買付者等が大量買付等の対象となる株式数を変更した
場合に、新株予約権１個当たりの目的となる株式の数を変更する場合等が想定されます。
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５．株主・投資家に与える影響等
(1)本継続時に株主及び投資家の皆様に与える影響
本継続時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従って、本継続時に株主及び投資家の皆様の有
する当社株式にかかる法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはありません。
なお、上記Ⅲ４．（1）、（2）に記載のとおり、買付者等が大量買付ルールを遵守するか否か等により当該
買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、株主及び投資家の皆様におかれましては、買付者等の
動向にご注意下さい。
(2)対抗措置発動時に株主及び投資家の皆様に与える影響等
当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、別途定める割当て
期日における株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保有する株式１株につき本新株予約権３個を上
限とした割合で、本新株予約権が無償にて割当てられます。このような仕組み上、本新株予約権の無償割当
て時においても、株主及び投資家の皆様が保有する当社株式１株当たりの経済的価値の希釈化は生じるもの
の保有する当社株式全体の経済的価値の希釈化は生じず、また当社株式１株当たりの議決権の希釈化は生じ
ないことから、株主及び投資家の皆様の有する当社株式にかかる法的権利及び経済的利益に対して直接具体
的な影響を与えることは想定しておりません。
但し、買付者等につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利又は経済的利益に何ら
かの影響が生じる場合があります。
なお、当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、上記Ⅲ４．（3）に記載
の手続き等に従い当社取締役会が発動した対抗措置の中止又は発動の停止を決定した場合には、当社株式の
株価に相応の変動が生じる可能性があります。例えば、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定
した後において、当社が対抗措置の発動を停止し本新株予約権を無償取得して新株を交付しない場合には、
株主及び投資家の皆様が保有する当社株式１株当たりの経済的価値の希釈化は生じないことになるため、当
社株式１株当たりの経済的価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変
動により損害を被る可能性がある点にご留意下さい。
また、本新株予約権の行使又は取得に関して差別的条件（別紙６ ７．本新株予約権の行使条件、別紙６
８．当社による本新株予約権の取得）を付し、買付者等につきましては、新株予約権の行使不可、もしく
は、当社による新株予約権取得時の条件により、その保有する当社株式については希釈化される場合があ
り、買付者等の法的権利、経済的利益に影響が生じることが想定されます。この場合であっても、買付者等
以外の株主及び投資家の皆様の有する当社株式にかかる法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響
を与えることは想定しておりません。
(3)本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続き
本新株予約権の割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、当該新株予約権の無償割
当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、申込みの手続きは不要です。
また、株主の皆様には、新株の取得のために所定の期間内に本新株予約権を行使していただく必要が生じ
る可能性があります。（その際には一定の金銭の払込みを行っていただきます。）
以上のほか、割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法等の詳細については、本新株予約権の無
償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、当社は、その手続きの詳細に関して、適用ある法令及
び金融商品取引所規則に基づき、適時かつ適切に開示又は通知を行いますので当該開示又は通知の内容をご
確認下さい。
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６．本プランの適用開始と有効期限
本プランは、第100回定時株主総会における株主の皆様のご承認をもって、同承認があった日から発効す
ることとし、本プランの有効期限は、2023年６月開催予定の第103回定時株主総会の終結の時までとしま
す。但し、第103回定時株主総会において本プランを継続することが承認された場合は、継続する本プラン
の有効期限は更に３年間延長され、その後も３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する当社の
定時株主総会において本プランを継続することが承認された場合には、更に３年間延長することとします。
当社取締役会は、本プランを継続することが承認された場合、その旨を速やかにお知らせします。
また、本プランの継続が決定された場合であっても、当社取締役会は、当社の企業価値及び株主共同の利
益の保護の観点から、関係法令の整備や、東京証券取引所が定める上場制度の整備等を踏まえ随時見直しを
行い、必要に応じて当社株主総会の承認を得て、本プランの変更又は廃止を行うことがあります。その場合
には、その変更内容を速やかにお知らせします。

Ⅳ．本プランが会社の支配に関する基本方針に沿うものであること、当社の株主の共同の利益を損なうものでは
ないこと、及び当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと、並びにその理由
１．本プランが会社の支配に関する基本方針に沿うものであること
本プランは、大量買付ルールの内容、大量買付等がなされた場合の対応方針、独立委員会の設置、株主及
び投資家の皆様に与える影響等を定めるものです。
本プランは、買付者等が大量買付等に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供すること、
及び取締役会評価期間が経過した後にのみ大量買付等を開始することを求め、大量買付ルールを遵守しない
買付者等に対して当社取締役会が対抗措置を講じることがあることを明記しています。
また、大量買付ルールが遵守されている場合であっても、買付者等の大量買付等が当社の企業価値及び株
主共同の利益を著しく損なうものと当社取締役会が判断した場合には、買付者等に対して当社取締役会は当
社の企業価値及び株主共同の利益を守るために適切と考える対抗措置を講じることがあることを明記してい
ます。
このように本プランは、会社の支配に関する基本方針の考え方に沿うものであるといえます。

２．本プランが当社株主の共同の利益を損なうものではないこと
会社の支配に関する基本方針は、当社株主の共同の利益を尊重することを前提としています。本プラン
は、会社の支配に関する基本方針の考え方に沿って設計され、当社株主の皆様が大量買付等に応じるか否か
を判断するために必要な情報や当社取締役会の意見の提供、代替案の提示を受ける機会の提供を保障するこ
とを目的としております。本プランによって、当社株主及び投資家の皆様は適切な投資判断を行うことがで
きますので、本プランが当社株主の共同の利益を損なうものではなく、むしろその利益に資するものである
と考えます。
更に、当社株主の皆様の承認を本プランの発効・延長の条件としており、本プランにはデッドハンド条項

（導入した当時の取締役が一人でも代われば消却不能になる条項）やスローハンド条項（取締役の過半数を
代えても一定期間消却できない条項）は付されておらず、当社株主が望めば本プランの廃止も可能であるこ
とは、本プランが当社株主の共同の利益を損なわないことを担保していると考えます。
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３．本プランが当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと
本プランは、大量買付等を受け入れるか否かが最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきである
ことを大原則としながら、当社の企業価値及び株主共同の利益を守るために必要な範囲で大量買付ルールの
遵守の要請や対抗措置の発動を行うものです。本プランは当社取締役会が対抗措置を発動する条件を事前か
つ詳細に開示しており、当社取締役会による対抗措置の発動は本プランの規定に従って行われます。当社取
締役会は、単独で本プランの発効・延長を行うことはできず、当社株主の皆様の承認を要します。
加えて本プランの有効期間の満了前であっても、当社取締役の任期は１年となっていますので、毎年の取
締役の選任を通じて本プランにつき株主の皆様のご意思を反映させることができます。
また、大量買付等に関して当社取締役会が対抗措置をとる場合等、本プランにかかる重要な判断に際して
は、必要に応じて外部専門家等の助言を得るとともに、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員
で構成される独立委員会へ諮問し、当社取締役会は、同委員会の勧告を最大限尊重するものとしています。
更に、必要に応じて、株主の皆様の意思を尊重するため、株主意思の確認手続きを行うことができるとして
います。本プランには、当社取締役会による適正な運用を担保するための手続きを盛り込んでいます。
以上から、本プランが当社役員の地位の維持を目的とするものでないことは明らかであると考えておりま
す。

　以 上
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買付者等の出現

大量買付ルールの適用

大量買付ルールを遵守する場合 大量買付ルールを遵守しない場合

買付者等から意向表明書の提出 不提出

不提出

非該当

株主総会
開催

株主総会
開催

該当

取締役会から情報リストの送付

買付者等から本必要情報の提出
（情報提供期間 上限60日）

独立委員会の諮問・勧告 独立委員会の諮問・勧告

取締役会評価期間
60日又は90日

・取締役会による評価、意見形成、
代替案立案、買付者等との交渉

企業価値及び株主共同の利益を
著しく損なうと取締役会が判断

取締役会による
発動・不発動の判断

対抗措置不発動 対抗措置の発動

別紙１
本プランのフロー図

（注）本フロー図は、あくまでもイメージであり、詳細は本文をご参照下さい。
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別紙２
大株主の状況

2020年３月31日現在の当社の大株主の状況は以下のとおりです。

株 主 名 持株数（千株） 持株比率（％）

日清紡ホールディングス株式会社 5,580 9.76

シコク共栄会 4,411 7.71

日本生命保険相互会社 3,295 5.76

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 2,779 4.86

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

(退職給付信託口・株式会社百十四銀行口)
2,640 4.62

株式会社香川銀行 2,500 4.37

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,245 3.93

株式会社四国銀行 1,750 3.06

株式会社伊予銀行 1,500 2.62

株式会社中国銀行 1,500 2.62
（注）１．当社は、自己株式（1,750,015株）を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。また、持株比率は自己株

式を控除して計算しております。
２．上記自己株式には、株式報酬制度の信託財産として、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社が保有する当社株式
150,000株は含めておりません。

３．日本マスタートラスト信託銀行株式会社（退職給付信託口・株式会社百十四銀行口）の持株数には、株式会社百十四銀行
が自己名義で保有している300千株を含めて記載しております。
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別紙３
独立委員会委員の候補者氏名及びその略歴

渋谷 博（しぶや ひろし）
【略歴】
1949年５月５日生まれ
1972年４月 三菱商事株式会社 入社
1984年２月 仏国三菱商事会社 出向
1995年１月 インドネシアＰＴ ＳＴＢＣ社 出向 取締役副社長
1998年３月 三菱商事株式会社 生化学ファイン部次長
2000年７月 クローダジャパン株式会社 入社
2011年４月 日本文化大学 法学部非常勤講師
2016年４月 日本文化大学 法学部教授
2016年６月 当社取締役（現任）
2020年４月 日本文化大学 法学部特任教授（現任）

　渋谷博氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

寺田 俊文（てらだ としふみ）
【略歴】
1956年２月16日生まれ
1979年４月 日本生命保険相互会社 入社
2001年３月 同社 千葉支社長
2003年３月 同社 大宮支社長
2004年３月 同社 北九州支社長
2006年３月 同社 営業教育部長 兼 販売資料審査室長
2008年３月 同社 執行役員業務部長
2011年４月 同社 常務執行役員東海営業本部長
2014年４月 ニッセイ保険エージェンシー株式会社 代表取締役副社長
2015年４月 ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社 代表取締役社長
2016年４月 ニッセイ商事株式会社 代表取締役社長
2018年６月 当社取締役（現任）
2020年４月 ニッセイ商事株式会社 代表取締役会長（現任）
寺田俊文氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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原田 秀逸（はらだ しゅういつ）
【略歴】
1953年11月10日生まれ
1976年４月 建設省（現 国土交通省） 入省
1998年７月 同省 関東地方建設局用地部長
2001年１月 国土交通省 総合政策局国土環境・調整課長
2002年７月 日本下水道事業団 企画総務部長
2004年４月 同事業団 経営企画部長
2005年８月 衆議院事務局調査局 国土交通調査室首席調査員
2007年７月 同局 決算行政監視調査室首席調査員
2011年６月 本州四国連絡高速道路株式会社 取締役常務執行役員
2013年９月 一般財団法人日本デジタル道路地図協会 参与
2016年６月 ＪＢハイウェイサービス株式会社 代表取締役社長（現任）
原田秀逸氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

※渋谷博氏、寺田俊文氏及び原田秀逸氏は社外取締役候補者であり、2020年６月25日開催予定の、当社第
100回定時株主総会にて選任されることを条件に就任する予定であります。
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西原 孝治（にしはら こうじ）
【略歴】
1958年４月14日生まれ
1981年４月 日清紡績株式会社（現 日清紡ホールディングス株式会社） 入社
2009年４月 日清紡ブレーキ株式会社 取締役常務執行役員管理部門長

事業統括部長 兼 海外業務部長
2011年６月 日清紡ブレーキ株式会社 代表取締役社長

日清紡ホールディングス株式会社 取締役執行役員
2015年６月 日清紡ホールディングス株式会社 取締役常務執行役員
2017年６月 日清紡ブレーキ株式会社 代表取締役会長
2019年３月 日清紡ホールディングス株式会社 常務執行役員
2019年６月 当社監査役（現任）
2019年７月 ＮＪコンポーネント株式会社 代表取締役社長（現任）
2020年３月 日本無線株式会社 執行役員（現任）

長野日本無線株式会社 取締役（現任）
西原孝治氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

籠池 信宏（かごいけ のぶひろ）
【略歴】
1969年４月１日生まれ
1994年４月 弁護士登録・大阪弁護士会入会
2000年２月 香川県弁護士会へ登録換
2000年４月 籠池法律事務所入所（現任）
2005年４月 香川大学・愛媛大学連合法務研究科 教授
2008年６月 当社監査役（現任）
籠池信宏氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

※籠池信宏氏は社外監査役候補者であり、2020年６月25日開催予定の、当社第100回定時株主総会にて選任
されることを条件に就任する予定であります。

　以 上
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別紙４
独立委員会の概要

１．独立委員会は、当社取締役会の決議により、大量買付等への対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意的判
断を排し、取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を担保することを目的として、取締役会の諮問機関
として、設置される。

２．独立委員会委員は、３名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立した、（1）社外取締役、（2）社外
監査役又は（3）社外有識者（経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計
士、会社法等を主たる研究対象とする学識経験者、又はこれらに準ずる者）のいずれかに該当する者の中か
ら、当社取締役会の決議に基づき選任される。なお、当社は、独立委員会委員との間で、善管注意義務及び
秘密保持義務に関する規定を含む契約を締結する。

３．独立委員会委員の任期は、選任の時から３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
会の終結の時までとする。但し、当社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限りではない。ま
た、社外取締役又は社外監査役であった独立委員会委員が、取締役又は監査役でなくなった場合（但し、再
任された場合を除く。）には、独立委員会委員としての任期も同時に終了するものとする。

４．独立委員会は、各独立委員会委員が招集する。

５．独立委員会の議長は、各独立委員会委員の互選により選定される。

６．独立委員会の決議は、原則として、独立委員会委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行う。但し、
独立委員会委員のいずれかに事故があるときその他特段の事由があるときは、独立委員会委員の過半数が出
席し、その過半数をもってこれを行う。

７．独立委員会委員選任基準
　 独立委員会委員に就任する者は、以下の各号に記載される事項のいずれにも該当しないものとする。
(1)当社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者又は当社の主要な取引先もしくはその業務執行者
(2)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律家（当
該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

(3)最近において（1）又は（2）に該当していた者
(4)上記（1）から（3）までに掲げる者の近親者
(5)当社又は子会社の業務執行者の近親者
(6)最近において当社又は子会社の業務執行者であった者の近親者

８．独立委員会は、以下の各号に記載される事項について審議の上決議し、その決議内容を、理由を付して当社
取締役会に対して勧告する。
(1)本プランにかかる対抗措置の発動の是非
(2)本プランにかかる対抗措置の中止又は発動の停止
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(3)本プランにかかる対抗措置の発動の是非について株主総会に諮るべきであるか否か
(4)本プランの廃止及び変更
(5)その他本プランに関連して当社取締役会が任意に独立委員会に諮問する事項

各独立委員会委員は、独立委員会における審議及び決議においては、専ら当社の企業価値及び株主共同
の利益に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、自己又は当社の経営陣の個人的利益を図ること
を目的としてはならない。

９．独立委員会は、必要に応じて、当社の取締役、監査役又は従業員その他必要と認める者を出席させ、独立委
員会が求める事項に関する意見又は説明を求めることができる。

10．独立委員会は、その職務の遂行に当たり、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した外部専
門家(投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の
専門家を含む。)から助言を得ることができる。

以 上
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別紙５
当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと認められる類型

１．買付者等が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で当社の株式等
を当社又は当社関係者に引き取らせる目的で当社の株式等の取得を行っている又は行おうとしている者（い
わゆるグリーンメイラー）であると判断される場合

２．当社の会社経営を一時的に支配して当社又は当社グループ会社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、
企業秘密情報、主要取引先又は顧客等の当社又は当社グループ会社の資産を当該買付者等又はそのグループ
会社等に移転する目的で、当社の株式等の取得を行っていると判断される場合

３．当社の会社経営を支配した後に、当社又は当社グループ会社の資産を当該買付者等又はそのグループ会社等
の債務の担保や弁済原資として流用する目的で、当社の株式等の取得を行っていると判断される場合

４．当社の会社経営を一時的に支配して、当社又は当社グループ会社の事業に当面関係していない不動産、有価
証券等の高額資産等を売却等により処分させ、その処分利益をもって一時的に高配当をさせるか、あるいは
かかる一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社の株式等の高価売り抜けをする目的で、当社の
株式等の取得を行っていると判断される場合

５．買付者等の提案する当社の株式等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収（最初の買付けで当社の株式等
の全部の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開
買付け等の株式等の買付等を行うことをいいます。）等の、株主の皆様の判断の機会又は自由を制約し、事
実上、株主の皆様に当社の株式等の売却を強要するおそれがあると判断される場合

６．買付者等の提案する当社の株式等の買付条件（買付対価の種類及び金額、当該金額の算定根拠、その他の条
件の具体的内容（当該取得の時期及び方法を含みます。）、違法性の有無並びに実現可能性等を含むがこれら
に限られません。）が、当社の企業価値に照らして著しく不十分又は不適切なものであると判断される場合

７．買付者等による支配権の取得により、当社株主はもとより、顧客、従業員その他の利害関係者の利益を含む
当社の企業価値及び株主共同の利益の著しい毀損が予想されるなど、当社の企業価値及び株主共同の利益の
確保又は向上を著しく妨げるおそれがあると判断される場合

８．買付者等が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価値との比較において、当該
買付者等が支配権を取得しない場合の当社の企業価値に比べ、著しく劣後すると判断される場合

９．買付者等が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切であると判断される場合

10．その他１．から９．までに準じる場合で、当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと判断される
場合

以 上
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別紙６
新株予約権無償割当ての概要

１．本新株予約権の割当総数
本新株予約権の割当総数は、本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議（以下、「本新株予約権無償
割当て決議」といいます。）において当社取締役会が別途定める一定の日（以下、「割当て期日」といいます。）
における当社の最終の発行済株式総数（但し、同時点において当社の有する当社株式の数を除きます。）の３
倍の数を上限として、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める数とします。

２．割当対象株主
割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有する当社普通株式（但し、同時点に
おいて、当社の有する当社株式を除きます。）１株につき３個を上限として、当社取締役会が本新株予約権無
償割当て決議において別途定める割合で本新株予約権の無償割当てをします。

３．本新株予約権の無償割当ての効力発生日
本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。

４．本新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権１個当たりの目的である株式の数

（以下、「対象株式数」といいます。）は、１株を上限として当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議にお
いて別途定める数とします。但し、当社が株式の分割又は株式の併合等を行う場合は、所要の調整を行うもの
とします。

５．本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額
本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の当
社普通株式１株当たりの金額は１円以上で当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める額
とします。

６．本新株予約権の譲渡制限
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。

７．本新株予約権の行使条件
（1）特定大量保有者12、（2）特定大量保有者の共同保有者、（3）特定大量買付者13、（4）特定大量買付者の
特別関係者、もしくは（5）これら（1）から（4）までの者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得るこ
となく譲受けもしくは承継した者、又は、（6）これら（1）から（5）までに該当する者の関連者14（これらの
者を総称して、以下、「非適格者」といいます。）は、本新株予約権を行使することができないものとします。
なお、本新株予約権の行使条件の詳細については、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとし
ます。

８．当社による本新株予約権の取得
当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が所有する本新株予約権を取得し、これ
と引き替えに本新株予約権１個につき対象株式数の当社普通株式を交付することができるものとします。な
お、本新株予約権の取得条件の詳細については、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとしま
す。
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９．対抗措置発動の停止等の場合の無償取得
当社取締役会が、対抗措置の発動を停止した場合その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会
が別途定める場合には、当社は、本新株予約権の全部を無償にて取得することができるものとします。

10．本新株予約権の行使期間等
本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議におい
て別途定めるものとします。

以 上

1 金融商品取引法第27条の23第１項に規定される株券等を意味するものとします。以下別段の定めがない限り同じとします。なお、
本プランにおいて引用される法令等に改正（法令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の制定を含みます。）があった場合には、
本プランにおいて引用される法令等の各条項は、当社取締役会が別途定める場合を除き、当該改正後においてこれらの法令等の各
条項を実質的に継承する法令等の各条項に読み替えられるものとします。

2 金融商品取引法第27条の23第１項に規定される保有者をいい、同条第３項に基づき保有者に含まれる者を含みます。
3 金融商品取引法第27条の23第４項に規定される株券等保有割合を意味するものとします。以下同じとします。
4 金融商品取引法第27条の２第１項に規定される株券等を意味するものとします。以下②において同じとします。
5 金融商品取引法第27条の２第６項に定義されます。以下同じとします。
6 金融商品取引法第27条の２第８項に規定される株券等所有割合を意味するものとします。以下同じとします。
7 金融商品取引法第27条の２第７項に定義される特別関係者をいいます。但し、同項第１号に掲げる者については、発行者以外の者
による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除きます。以下同じとします。

8 金融商品取引法第27条の26第１項、金融商品取引法施行令第14条の８の２第１項、及び株券等の大量保有の状況の開示に関する
内閣府令第16条に規定される重要提案行為等をいいます。以下別段の定めがない限り同じとします。

9 営業日とは、行政機関の休日に関する法律第１条第１項各号に掲げる日以外の日をいいます。以下同じとします。
10 金融商品取引法第27条の23第５項に定義される共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされると当社取締役会
が認めた者を含みます。以下同じとします。

11 社外有識者とは、経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対象とす
る学識経験者、又はこれらに準ずる者を意味します。

12 当社が発行者である株式等の保有者で、当該株式等にかかる株式等保有割合が20％以上である者、又は、これに該当することとな
ると当社取締役会が認める者をいいます。但し、その者が当社の株式等を取得・保有することが当社の企業価値及び株主共同の利
益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当
しないこととします。

13 公開買付けによって当社が発行者である株式等（金融商品取引法第27条の２第１項に規定される株券等を意味するものとします。
以下本注において同じとします。）の買付け等（金融商品取引法第27条の２第１項に定義される買付け等を意味します。以下本注
において同じとします。）を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有（これに準ずるものとして金融
商品取引法施行令第７条第１項に定めるものを含みます。）にかかる株式等の株式等所有割合がその者の特別関係者の株式等所有
割合と合計して20％以上となる者、又は、これに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。但し、その者が当社
の株式等を取得・保有することが当社の企業価値及び株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無
償割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこととします。

14 ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共同の支配下にある者（当社取締役会が
これらに該当すると認めた者を含みます。）、又はその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいいます。なお
「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」（会社法施行規則第３条第３項に定義される場合を
いいます。）をいいます。

以 上
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開 催 日 時 2020年6月25日(木曜日)午前10時

開 催 場 所 香川県丸亀市土器町東八丁目537番地1
四国化成工業株式会社 本社6階ホール
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 継続の件
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会　場 　香川県丸亀市土器町東八丁目537番地１
　　　　 四国化成工業株式会社　本社６階ホール
電　話 　（0877）22－4111
※ＪＲ丸亀駅(南口)より送迎車を運行いたしますのでご利用ください。
　出発時刻は、9時30分でございます。

証券コード：4099

第100回

定 時 株 主 総 会
招 集ご 通 知

株主総会会場ご案内略図

丸亀駅南口

送迎車
9時30分出発

四国化成工業株式会社 本社６階ホール

【新型コロナウイルスに関するお知らせ】
本株主総会にご出席を検討されている株主様におかれましては、株主総会当日の

ご自身の体調を充分にご確認のうえ、マスク着用などの感染予防に最大限ご配慮
いただきますようお願い申しあげます。

また、新型コロナウイルスの感染状況に応じ、当社は、本株主総会において必要な
感染防止策を行います。その対応の詳細につきましては、下記当社ウェブサイトに掲
載しております。なお、今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生ずる場
合は、同ウェブサイトでお知らせしますのでご確認くださいますようお願いいたします。
http://www.shikoku.co.jp/news

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、株主総会当日のご
来場を見合わせ、書面による議決権行使をご検討ください。

※接触感染リスクを減らすため、お土産の準備はございません。
※当社株主総会における新型コロナウイルス感染防止対応の詳

細につきましては、下記当社ウェブサイトに掲載しております。
http://www.shikoku.co.jp/news

〒763-8504　香川県丸亀市土器町東八丁目537番地1　TEL.0877- 22- 4111
URL  http://www.shikoku.co.jp

005_0251801102006.indd   1 2020/05/14   3:16:00


